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近年、障害のある人を取り巻く状況は大きく変化しており、障害のある人の高齢化

や重度化、「親亡き後」の問題、医療的ケア児や発達障害のある子どもの支援ニーズ

の増加などに対し、一層の対応が求められています。 

国におきましては、令和３年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関

する法律」、令和４年５月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係

る施策の推進に関する法律」（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施

策推進法）が施行され、障害のある人に対する支援施策の充実が図られました。 

本市におきましても、平成 31年３月に「長崎市第４期障害者基本計画」を策定し、

障害の有無に関わらず相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会を実現するため、

障害福祉サービスや相談支援体制の充実、住まいや就労の場の確保、障害のある子ど

もの支援などの充実を図りました。また、平成 31年４月には「長崎市手話言語条例」

を制定し、手話を使用しやすい環境を整備するなど、障害に対する理解促進や普及啓

発の取組みを進めてきました。 

このような中、本市は、長崎市第五次総合計画に掲げた「障害者が安心して自分ら

しく暮らせるまちづくり」を進めるため、今後５年間において取り組むべき施策をま

とめた「長崎市第５期障害者基本計画」（計画期間：令和６年度～10 年度）を新たに

策定いたしました。 

この計画では、10の基本方針を定め、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」

の生活を見据えた地域生活支援拠点の整備、相談支援体制のさらなる強化、医療的ケ

ア児の支援、子どもの発達支援の充実の取組みなど、それぞれの施策とその方向性、

具体的な取組みについて掲げております。 

今後、各関係機関等とも連携を図りながら、障害の有無に関わらず「誰一人取り残

さない長崎市」を目指して、多様化するニーズや社会環境の変化に対応し、必要な施

策を着実に推進してまいります。 

 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言等をいただきました長崎市

障害者施策推進協議会の委員をはじめ、障害者団体及び障害福祉関係者並びに市民の

皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

                        長崎市長 鈴木 史朗

は じ め に 



 
 

 

 

 

 

 

第１部 総論 

第１章 計画策定の趣旨等  ········································ 2 

１ 計画策定の背景と趣旨  ······································· 2 

２ 計画の概要  ················································· 7 

 

第２章 基本理念等  ············································· 11 

１ 基本理念  ·················································· 11 

２ 基本方針  ·················································· 11 

３ 施策の体系  ················································ 14 

 

第２部 各論 

基本方針１ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 ·············· 18 

(1) 権利擁護の推進、虐待の防止  ································ 18 

(2) 障害を理由とする差別の解消の推進  ·························· 20 

 

基本方針２ 安全・安心な生活環境の整備 ···························· 23 

(1) 住宅の確保及び住環境の改善  ································ 23 

(2) 移動しやすい環境の整備  ···································· 25 

(3) アクセシビリティに配慮した施設の普及促進  ·················· 26 

(4) 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進  ·················· 27 

 

基本方針３ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ······ 28 

(1) 情報アクセシビリティの向上  ································ 28 

(2) 情報提供の充実  ············································ 29 

(3) 意思疎通支援の充実  ········································ 31 

 

基本方針４ 防災・防犯等の推進 ··································· 33 

(1) 防災対策の推進  ············································ 33 

(2) 防犯対策の推進  ············································ 36 

(3) 消費者トラブルの防止及び被害からの救済  ···················· 37 

 

 

目  次 



 
 

基本方針５ 行政サービス等における配慮の充実 ······················ 38 

 (1) 選挙等における配慮等  ······································ 38 

(2) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等  ·············· 40 

 

基本方針６ 保健・医療の推進 ····································· 41 

(1) 精神保健・医療の適切な提供等  ······························ 41 

(2) 保健・医療の充実  ·········································· 43 

(3) 難病に関する保健・医療施策の推進  ·························· 46 

(4) 障害の原因となる疾病等の予防・治療及び発達支援  ············ 48 

 

基本方針７ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 ················ 55 

(1) 意思決定支援の推進  ········································ 55 

(2) 相談支援体制の構築  ········································ 57 

(3) 地域移行支援、在宅サービス等の充実  ························ 59 

(4) 障害のあるこどもに対する支援の充実  ························ 61 

(5) 障害福祉サービスの質の向上等  ······························ 64 

(6) 福祉用具の利用支援など  ···································· 66 

(7) 障害福祉を支える人材の育成・確保  ·························· 67 

 

基本方針８ 教育の振興 ··········································· 70 

(1) インクルーシブ教育システムの推進  ·························· 70 

(2) 教育環境の整備  ············································ 73 

(3) 生涯を通じた多様な学習活動の充実  ·························· 74 

(4) 障害に対する地域理解と支え合いの促進  ······················ 75 

 

基本方針９ 雇用・就業、経済的自立の支援 ·························· 77 

(1) 総合的な就労支援  ·········································· 77 

(2) 経済的自立の支援  ·········································· 79 

(3) 障害者雇用の促進  ·········································· 80 

(4) 障害の特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保  ······ 83 

(5) 福祉的就労の底上げ  ········································ 84 

 

基本方針 10 文化芸術活動・スポーツ等の振興 ······················· 86 

(1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた 

社会環境の整備  ·············································· 86 

(2) スポーツに親しめる環境の整備、競技スポーツに係る 

取組みの推進  ················································ 87 

  



 
 

資料編 

１ 障害者の状況  ·············································· 90 

２ アンケート調査結果による障害者の現状  ······················ 96 

３ 長崎市第５期障害者基本計画の策定経過  ····················· 125 

４ 長崎市障害者施策推進協議会委員名簿  ······················· 126 

５ 長崎市障害者施策推進協議会条例  ··························· 127 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 総論 
 



2 
 

第１章 計画策定の趣旨等 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 

長崎市は、昭和 59 年７月に「障害者対策に関する長期行動計画」、平成８年４月

に「障害者福祉に関する新長期行動計画」（平成８～17年度）を策定し、ノーマライ

ゼーション1社会実現に向けた取組みを進めてきました。 

その後、国における「障害者プラン～ノーマライゼーション７か年戦略」（平成８

～14 年度）や、長崎県の「長崎県障害者プラン～ノーマライゼーション７か年計画」

（平成８～14 年度）が策定されたことに伴い、平成 10 年３月には具体的な取組みや

数値目標を示した「長崎市障害者プラン」（平成 10～14年度）を策定し、計画期間終

了後の平成 15年 11月に平成 15年度から 20 年度までを計画期間とする「長崎市障害

者基本計画～長崎市障害者プラン」を策定しました。 

障害者に対する福祉サービスにおいては、平成 15年度に、従来の「措置制度2」か

ら利用者の自己決定と選択を重視した契約制度に転換することを目的とした「支援費

制度3」が導入され、特に在宅サービスの充実が図られました。 

一方で、支援費制度には、サービス水準の地域格差や利用者の急増に伴う予算の増

加と財源、障害種別ごとのサービス格差、働く意欲と能力がある障害者に対する支援

などの面で課題があり、これらの課題に対応すべく、①障害者施策の３障害一元化、

②サービス体系の再編と新たなサービスの創出、③就労支援の抜本的強化、④サービ

ス支給決定の透明化・明確化、⑤安定的な財源の確保を主眼とした「障害者自立支援

法」が制定され、平成 18年４月から段階的に施行されました。 

同法の施行により、市町村には障害福祉サービス・相談支援の種類ごとの必要量の

見込み及び確保の方策、地域生活支援事業4の実施に関する事項等を定めた「市町村障

害福祉計画」の策定が義務づけられることとなり、本市は、平成 19 年３月に、障害

者基本法に基づく障害者計画と障害者自立支援法に基づく障害福祉計画を一体のも

のとして、「長崎市障害福祉計画」（平成 18～20年度）を策定しました。 

この計画策定後、障害福祉サービスの抜本的な制度改正が行われたことから、計画

の中間見直しを行い、平成 21 年３月に「長崎市障害者基本計画（第２期）」（平成

21～25 年度）と「長崎市第２期障害福祉計画」（平成 21～23 年度）を一体的に策定

し、平成 24年３月には、計画期間終了に合わせ、「長崎市第３期障害福祉計画」（平

成 24～26年度）を策定しました。 

                             
1 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生

きる社会こそノーマルな社会であるとの考え方。 
2 障害者の福祉サービスについて、行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する制度。 
3 利用者本人が自分で利用するサービスを選択し、直接、サービス提供者と契約を結ぶサービスの利用方式。 
4 障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中

心として実施する事業。地域で生活する障害者等のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での

実施が可能となるよう、都道府県又は市町村が事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取組みを行う。 
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以降も障害者施策を取り巻く環境は大きく変化し、平成 23 年６月には、障害者虐

待の防止、虐待を受けた障害者の保護及び自立支援、養護者に対する支援を行うこと

により、障害者の権利利益を擁護することを目的とした「障害者虐待の防止、障害者

の養護者に対する支援等に関する法律」（障害者虐待防止法）が制定され、平成 24年

10月に施行されました。 

また、平成 23 年８月には、障害の有無にかかわらず全ての国民が共生する社会を

実現するため、地域社会における共生や社会的障壁の除去などの基本原則を定めるこ

ととした「障害者基本法の一部を改正する法律」が公布・施行されました。 

この「改正障害者基本法」の目的や基本原則は、「障害者自立支援法」に代わり平

成 25 年４月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律」（障害者総合支援法）においても基本理念として規定され、あわせて、障害

福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病5等が加えられるなど、障害者施策

の充実に向けた見直しが図られています。 

その後、平成 25 年６月には、行政機関や民間事業者等における障害者に対する不

当な差別的取扱いの禁止や、合理的配慮の提供6などを定めた「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）が制定されるとともに、雇用の分

野における障害を理由とする差別の禁止や、事業主に、障害者が職場で働くにあたっ

ての合理的配慮の提供義務を定めた「障害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者

雇用促進法）が改正されました。 

こうした法整備を経て、平成 26年１月 20 日、政府は、障害者の権利及び尊厳を保

護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条

約」（障害者権利条約）の批准書を寄託し、我が国は、同条約の締約国となりました。 

この条約では、「障害」の捉え方について、心身の機能の障害のみに起因するとす

る、いわゆる「医学モデル」の考え方から、障害者が日常生活又は社会生活において

受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な

障壁と相対することによって生ずるものとする、いわゆる「社会モデル」の考え方へ

の発展が示されました。 

そのような中、本市においては、障害者のニーズを的確にとらえた障害者施策の推

進を図るため、平成 26 年３月に「長崎市障害者基本計画（第２期）」の次期計画とな

る「長崎市第３期障害者基本計画」（平成 26～30年度）を、平成 27 年３月には「長

崎市第３期障害福祉計画」の次期計画となる「長崎市第４期障害福祉計画」（平成 27

～29年度）を策定しました。 

その後、平成 28年４月の「障害者差別解消法」及び「改正障害者雇用促進法」、平

成 28 年５月の「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（成年後見制度利用促進

                             
5 昭和 47年の難病対策要綱において、「⑴原因不明、治療方針が未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少

なくない疾病、⑵経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家族

の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」と定義されている。 
6 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合がある。障害者差別解消法では、国・都

道府県・市町村などの役所や、会社などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り

除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応するこ

とを求めており、これを合理的配慮の提供という。 
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法）の施行、同年６月の「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」の改正、同年８月

の「改正発達障害者支援法」の施行など、今般、障害者を取り巻く社会情勢はめまぐ

るしく変化しています。 

本市においては、平成 30 年３月に「長崎市第５期障害福祉計画・長崎市第１期障

害児福祉計画」（平成 30～令和２年度）、平成 31 年３月に「長崎市第４期障害者基

本計画」（令和元～５年度）、令和３年３月に「長崎市第６期障害福祉計画・長崎市

第２期障害児福祉計画」（令和３～５年度）を策定しました。 

なお、平成 31年４月には、手話への理解促進と普及を図り、ろう者7とろう者以外

がともに生きる地域社会を実現することを目的とした「長崎市手話言語条例」を施行

しています。 

また、平成 30 年６月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」、令和

３年９月に「医療的ケア児8及びその家族に対する支援に関する法律」、令和４年５月

に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」

（障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）が施行されるなど、

様々な法整備も進められてきました。 

令和６年４月には、事業者に対する合理的配慮の提供の義務づけ等が規定された

「改正障害者差別解消法」が施行されます。 

国においては、令和５年３月に「障害者基本計画（第５次）」（令和５～９年度）

が策定され、政府が取り組むべき障害者施策の基本的な方向が示されました。また、 

こうした国の動きを踏まえ、本市においては、障害福祉を取り巻く状況の変化に対応

するとともに、これまでの施策の状況を踏まえ、長崎市の障害者の実態やニーズに即

した障害者施策を、更に総合的・計画的に推進していくため、「長崎市第４期障害者

基本計画」の次期計画となる「長崎市第５期障害者基本計画」（令和６～10年度）を

策定しようとするものです。 

 

                             
7 聴覚障害者のうち、手話を言語として日常生活及び社会生活を営む者をいう。 
8 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療

行為）を受けることが不可欠である児童をいう。 



5 
 

■長崎市の障害者関連計画 

 ① 昭和 59年７月「長崎市障害者対策に関する長期行動計画」 

  国 「障害者対策に関する長期計画」（昭和 57年３月） 

  県 「長崎県障害者対策に関する長期行動計画」（昭和 58年３月） 

 

 ② 平成８年４月「長崎市障害者福祉に関する新長期行動計画」（平成８～17年度） 

  国 「障害者対策に関する新長期計画」（平成５～14年度） 

  県 「長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画」（平成７～16 年度） 

 

 ③ 平成 10年３月「長崎市障害者プラン」（平成 10～14年度） 

  国 「障害者プラン～ノーマライゼーション７か年戦略」（平成８～14 年度） 

  県 「長崎県障害者プラン～ノーマライゼーション７か年計画」（平成８～14年度） 

 

 ④ 平成 15 年 11 月「長崎市障害者基本計画～長崎市障害者プラン」（平成 15～20 年度） 

  国 「障害者基本計画」（平成 15～24年度） 

    「重点施策実施５か年計画」（平成 15～19年度） 

  県 「長崎県障害者基本計画―長崎県障害者プラン―」（平成 15～20 年度） 

 

 ⑤ 平成 19年３月「長崎市障害福祉計画」（平成 18～20年度） 

※障害者基本計画と一体的に策定 

  国 「重点施策実施５か年計画」（平成 20～24年度） 

  県 「長崎県障害福祉計画」（平成 18～20年度） 

 

⑥ 平成 21年３月「長崎市障害者基本計画（第２期）」（平成 21～25年度） 

  県 「改訂長崎県障害者基本計画」（平成 21～25 年度） 

 

⑦ 平成 21年３月「長崎市第２期障害福祉計画」（平成 21～23年度） 

  県 「第２期長崎県障害福祉計画」（平成 21～23 年度） 

 

⑧ 平成 24年３月「長崎市第３期障害福祉計画」（平成 24～26年度） 

  県 「第３期長崎県障害福祉計画」（平成 24～26 年度） 

 

⑨ 平成 26年３月「長崎市第３期障害者基本計画」（平成 26～30年度） 

  国 「障害者基本計画（第三次）」（平成 25～29 年度） 

  県 「長崎県障害者基本計画（第二次改訂）」（平成 26～30年度） 

 

⑩ 平成 27年３月「長崎市第４期障害福祉計画」（平成 27～29年度） 

  県 「第４期長崎県障害福祉計画」（平成 27～29 年度） 
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⑪ 平成 30年３月「長崎市第５期障害福祉計画・長崎市第１期障害児福祉計画」（平成 30 

～令和２年度） 

  県 「第５期長崎県障害福祉計画・第１期長崎県障害児福祉計画」（平成 30～令和２年

度） 

 

⑫ 平成 31年３月「長崎市第４期障害者基本計画」（令和元～５年度） 

  国 「障害者基本計画（第四次）」（平成 30～４年度） 

  県 「長崎県障害者基本計画（第４次）」（令和元～５年度） 

 

⑬ 令和３年３月「長崎市第６期障害福祉計画・長崎市第２期障害児福祉計画」（令和３ 

～５年度） 

  県 「第６期長崎県障害福祉計画・第２期長崎県障害児福祉計画」（令和３～５年度） 

 

⑭ 令和６年３月「長崎市第５期障害者基本計画」（令和６～10年度） 

  国 「障害者基本計画（第五次）」（令和５～９年度） 

  県 「長崎県障害者基本計画（第５次）」（令和６～10年度） 

 

⑮ 令和６年３月「長崎市第７期障害福祉計画・長崎市第３期障害児福祉計画」（令和６ 

～８年度） 

  県 「第７期長崎県障害福祉計画・第３期長崎県障害児福祉計画」（令和６～８年度） 
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２ 計画の概要 

 

⑴ 計画策定の方針 

 平成 26年１月の「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）の批准、平成

28年４月の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消

法）及び「（改正）障害者の雇用の促進等に関する法律」（障害者雇用促進法）の

施行などにより、障害者の権利擁護と支援の充実が図られるなか、令和５年３月に

は、国の「障害者基本計画（第５次）」（計画期間：令和５～９年度）において、

概ね５年間に取り組むべき施策の基本的方向が示されました。 

この計画は、障害者基本法の規定に基づき内閣府が設置した障害者政策委員会9に

おいて、調査・審議が行われ、提出された「障害者基本計画（第５次）の策定に向

けた障害者政策委員会意見」を踏まえており、障害者の自立及び社会参加の支援等

のための施策は 11 分野に整理され、それぞれの分野において、政府が講ずる施策

の基本的な方向を示しています。 

長崎市の障害者基本計画は、こうした国の施策や本市の障害がある方の状況等を

十分に踏まえて策定します。 

 

 

⑵ 計画の位置づけ 

  この計画は、障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）第 11 条第３項の規定に基

づく市町村障害者計画として、長崎市の障害者施策にかかわる理念や基本的な方針

を定め、障害者施策の方向性を示すもので、策定にあたっては、国の障害者基本計

画を基本とするとともに、市政における最上位計画である「長崎市第五次総合計画」

をはじめ、他の関連する計画と整合を図ります。 

 

 

⑶ 計画策定の経過 

 ア アンケート調査の実施 

    本計画の策定にあたっては、長崎市で生活する障害がある方の実情及びニー

ズを把握するための「障害福祉に関するアンケート調査」（身体・知的・精神

の３障害について実施）及び長崎市において障害福祉サービス等を提供してい

る事業所の実態や障害者施策に関する意見を把握するための「事業所調査」を、

令和５年８月に実施し、９月に調査結果を集計・分析した「長崎市第５期障害

者基本計画に係るアンケート調査報告書」を作成しました。 

 

 

 

                             
9 障害者基本計画の策定又は変更にあたり、調査審議や意見具申を行うとともに、計画の実施状況を監視、勧告

を行うことを目的として、内閣府に設置された機関。 
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  イ 長崎市障害者施策推進協議会での意見の聴取 

    計画の策定にあたっては、障害者基本法第 36 条第４項に定める合議制の機

関である「長崎市障害者施策推進協議会」の意見を聴きました。 

 

  ウ パブリック・コメント10による意見の聴取 

   令和５年１月に計画素案を公表し、広く意見を聴取するため「パブリック・コ 

メント」を実施しました。 

 

 

⑷ 計画の実施期間 

 令和６年度から令和 10年度までの５か年計画とします。 

 なお、社会情勢の変化、計画の進捗状況や評価等を踏まえ、必要に応じて見直し

を行います。 

 

 

⑸ 取組状況の管理及び報告 

本計画に掲げる施策は、障害者の保健福祉だけでなく、教育、雇用、住宅、交通、

情報など多分野にわたっていることから、関係機関との連携のもと、計画の総合的

な推進を図ります。 

なお、各年度の取組状況については、毎年度、結果を集約し、長崎市障害者施策

推進協議会に報告します。 

 

                             
10 主要な計画等を立案する過程において、素案の段階で広く市民に情報を提供し、意見・提案を求め、十分参

考にしたうえで計画等の決定を行う制度。 
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■障害者基本計画と障害福祉計画の関係 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法令上の根拠：障害者基本法（第 11条第３項）に基づく市町村障害者計画 

 

○計画期間：令和６年度～10年度【５か年計画】 

※第５期障害者基本計画 

 

○性格：障害者施策全般にかかわる理念や基本的な方針、目標を定める基本的な計画 

 

○内容：多分野にわたる計画 

(1)  差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

(2)  安全・安心な生活環境の整備 

(3)  情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

(4)  防災・防犯等の推進 

(5)  行政等における配慮の充実 

(6)  保健・医療の推進 

(7)  自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

(8)  教育の振興 

(9)  雇用・就業、経済的自立の支援 

(10) 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎市障害者基本計画 

○法令上の根拠 

児童福祉法（第 33 条の 20 第１項）

に基づく市町村障害児福祉計画 

 

○計画期間 

令和６年度～８年度【３か年計画】  

※第３期障害児福祉計画 

 

○性格 

各年度における障害児通所支援等の

必要量の見込み、確保のための方策

等に関する実施計画 

 

○内容 

各年度における障害児通所支援・障

害児相談支援の種類ごとの必要量の

見込み及び必要な見込量の確保のた

めの方策等を定める計画 

 

○法令上の根拠 

障害者総合支援法（第 88条第１項）

に基づく市町村障害福祉計画 

 

○計画期間 

令和６年度～８年度【３か年計画】  

※第７期障害福祉計画 

 

○性格 

各年度における障害福祉サービス等

の必要量の見込み、確保のための方

策等に関する実施計画 

 

○内容 

各年度における障害福祉サービス・ 

相談支援の種類ごとの必要量の見込 

み及び必要な見込量の確保のための 

方策並びに地域生活支援事業の実施 

に関する事項等を定める計画 

長崎市障害児福祉計画 長崎市障害福祉計画 
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■計画期間（国・県・市） 

 

区
分 

平
成
20
年
度
以
前 

平
成
21
年
度 

平
成
22
年
度 

平
成
23
年
度 

平
成
24
年
度 

平
成
25
年
度 

平
成
26
年
度 

平
成
27
年
度 

平
成
28
年
度 

平
成
29
年
度 

平
成
30
年
度 

令
和
元
年
度 

令
和
２
年
度 

令
和
３
年
度 

令
和
４
年
度 

令
和
５
年
度 

令
和
６
年
度 

令
和
７
年
度 

令
和
８
年
度 

令
和
９
年
度 

令
和
10
年
度 

国 

                     

障害者基本計画 
H15～H24 

障害者基本計画 
（第３次） 
H25～H29 

障害者基本計画 
（第４次） 
H30～R4 

障害者基本計画 
（第５次） 

R5～R9 
 

                     

第 1期 
障害福
祉計画 
(指針) 
H18～20 

第２期 
障害福祉 

計画 
(指針) 
H21～H23 

第３期 
障害福祉 

計画 
(指針) 
H24～H26 

第４期 
障害福祉 

計画 
(指針) 
H27～H29 

第５期 
障害福祉 
計画 

(指針) 
H30～R2 

第６期 
障害福祉 
計画 

(指針) 
R3～R5 

第７期 
障害福祉 
計画 

(指針) 
R6～R8 

  

                     

長

崎

県 

                     

障害者 
基本計画 
H15～20 

改訂障害者 
基本計画 
H21～H25 

障害者基本計画 
（第二次改訂） 

H26～H30 

障害者基本計画 
（第４次） 
R 元～R5 

障害者基本計画 
（第５次） 
R6～R10 

                     

第 1期 
障害福
祉計画 
H18～20 

第２期 
障害福祉 

計画 
H21～H23 

第３期 
障害福祉 

計画 
H24～H26 

第４期 
障害福祉 

計画 
H27～H29 

第５期 
障害福祉 
計画 

H30～R2 

第６期 
障害福祉 
計画 

R3～R5 

第７期 
障害福祉 
計画 

R6～R8 

  

                     

長

崎

市 

                     

第 1期 
障害者 
基本計画 
H15～20 

第２期障害者 
基本計画 
H21～H25 

第３期障害者 
基本計画 
H26～H30 

第４期障害者 
基本計画 
R 元～R5 

第５期障害者 
基本計画 
R6～R10 

                     

第 1期 
障害福
祉計画 
H18～20 

第２期 
障害福祉 

計画 
H21～H23 

第３期 
障害福祉 

計画 
H24～H26 

第４期 
障害福祉 

計画 
H27～H29 

第５期 
障害福祉 
計画 
・ 

第１期障害
児福祉計画 
H30～R2 

第６期 
障害福祉 
計画 
・ 

第２期障害
児福祉計画 
R3～R5 

第７期 
障害福祉 
計画 
・ 

第３期障害
児福祉計画 

R6～R8 
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第２章 基本理念等 

 

１ 基本理念 

長崎市総合計画とは、これからの長崎市がめざす将来の都市像を掲げ、その実現

に向けた基本的な姿勢や道筋を明らかにしたもので、すべての市民と行政にとって

共通のまちづくりの指針となるものです。 

令和３年３月に策定した「長崎市第五次総合計画」では、令和４年度から令和 12

年度にめざす将来の都市像を「個性輝く世界都市 希望あふれる人間都市」と定め、

「つながりと創造で新しい長崎へ」をまちづくりの基本姿勢とし、８項目のまちづ

くりの方針を定めています。 

また、「障害者が暮らしやすいまちづくり」を進めることを具体的施策の１つに

掲げ、障害者の地域における生活を支援しています。 

長崎市第５期障害者基本計画では、長崎市第五次総合計画に掲げる都市像と、障

害者基本法第１条に規定される『障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重

し支え合う共生社会』を実現するための施策を総合的かつ計画的に推進するため、

市が関係機関等の理解と協力のもとに取り組むべき障害者施策の基本方針を定め、

各種施策の効果的な展開を図ることとします。 

共生社会の実現に向け、障害者が、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参

加し、その能力を最大限発揮して自己実現できるよう支援するとともに、障害者の

社会参加を制約する社会的障壁を除去するため、施策の基本的な方向を定めます。 

 

２ 基本方針 

長崎市第５期障害者基本計画の基本理念の実現に向け、以下の①～⑩の基本方針

を定め、分野ごとに現状と課題を整理し、様々な施策を展開していきます。 

① 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

共生社会の実現に向けて、障害及び障害者に対する正しい知識の普及と理解

促進を図る取組みに努めます。 

障害者本人に対する意思決定支援を踏まえた自己決定を尊重する観点から、

研修等を通じて、成年後見制度の適切な利用の促進に向けた取組みを進めます。 

また、「障害者虐待防止法」の適正な運用を通じて、障害者虐待を防止する

とともに障害者の権利擁護のための取組みを推進します。 

 

② 安全・安心な生活環境の整備 

障害者が地域で安全に安心して暮らしていくことができる生活環境及び住環

境の充実を図るため、建築物、公共交通機関等のバリアフリー化やアクセシビ

リティに配慮した施設等の普及促進に向けた取組みをより一層推進します。 

また、障害者の生活に適した住まいの場の確保及び住環境の改善に向けた取

組みを推進します。 
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③ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法に基づき、障

害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を充実させ、障害者

が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、障害者の特性に応じた

情報提供等の取組みを通じて情報アクセシビリティの向上を一層推進します。 

あわせて、障害者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができ

るよう、意思疎通支援を担う人材の育成・確保やサービスの円滑な利用の促進、

支援機器の提供等の取組みを通じて意思疎通支援の充実を図ります。 

 

④ 防災・防犯等の推進 

障害者が地域社会において、安全に安心して暮らすことができるよう、災害

に強い地域づくりを推進するとともに、災害発生時における障害特性に配慮し

た適切な情報保障や避難支援、避難所の確保、避難計画の作成など防災に向け

た取組みを推進します。 

また、障害者を犯罪被害や消費者トラブルから守るため、防犯対策や消費者

トラブルの防止に向けた取組みを推進します。 

 

⑤ 行政サービス等における配慮の充実 

障害者がその権利を円滑に行使できるよう、選挙等において必要な環境の整

備に努めるとともに障害特性に応じた合理的配慮の推進を図ります。 

また、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法も踏ま

え、行政機関等の窓口等における障害者への配慮を促進するとともに、行政情

報の提供等にあたっては、情報通信技術（ＩＣＴ11）等の利活用も検討し、可能

なものは積極的に導入するなど、アクセシビリティへの配慮した情報提供を行

います。あわせて、行政サービスの提供者である市職員の障害者理解をさらに

促進するための研修等を積極的に実施し、行政サービスの充実に努めます。 

 

⑥ 保健・医療の推進 

障害者が身近な地域において、保健・医療サービス、リハビリテーション等

を受けることができるよう、相談・助言の充実を図るとともに、予防・治療が

可能である障害の原因となる疾病等について、早期発見に努めます。 

また、精神障害者の地域移行、社会復帰や社会参加の支援を行うとともに、

難病に関する施策の推進や医療的ケア児支援の充実に努めます。 

あわせて、障害児の早期発見・早期療育を図るため、関係機関と連携しなが

ら、支援体制の充実に努めます。 

 

 

                             
11 Information and Communication Technology の略。情報通信技術のことで、コンピュータやデータ通信に関

する技術を総称的に表す語。 



13 
 

⑦ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

自ら意思を決定することが困難な障害者に対し、本人の自己決定を尊重する

観点から必要な意思決定支援を行うとともに、障害者が自らの決定に基づき、

身近な地域で相談支援を受けることができる体制を構築します。 

また、障害者の地域移行を一層推進し、障害者が必要なときに必要な場所で、

地域の実情に即した適切な支援を受けられるよう取組みを進めることを通じ、

障害の有無にかかわらず、市民が相互に人格と個性を尊重し、安全に安心して

暮らすことができる地域社会の実現を図ります。 

さらに、障害者・児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、在宅サービスの量的・質的な

充実、障害児への支援の充実、障害福祉サービスの質の向上を目指します。 

 

⑧ 教育の振興 

共生社会の実現に向けて、可能な限り共に教育を受けることができる仕組み

を構築するとともに、障害に対する理解を深めるための取組みを推進します。 

また、障害児が学校卒業後も含めたその一生を通じて、自らの可能性を追求

できる環境を整え、地域の一員として豊かな生活を送ることができるよう、教

育やスポーツ、文化等の様々な機会に親しむための関係施策を横断的かつ総合

的に推進します。 

 

⑨ 雇用・就業、経済的自立の支援 

障害者が地域で自立した生活を営むためには、就労が重要であり、働く意欲

のある障害者がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多

様な就業の機会を確保するとともに、一般就労に向けた支援を行います。 

また、一般就労が困難な障害者に福祉的な就労の機会を提供する就労継続支

援事業所等における支援の充実を図るとともに、障害者優先調達推進法に基づ

き、障害者就労施設等の提供する物品、サービスの優先調達を推進するなど、

工賃向上に向けた取組みを推進します。 

あわせて、年金や諸手当等の支給、経済的負担の軽減等により経済的自立を

支援します。 

 

⑩ 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

障害者の文化芸術活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするととも

に、市民の障害への理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与

します。 

また、レクリエーション活動を通じて、障害者の体力の増強や交流、余暇の

充実等を図るとともに、地域における障害者スポーツの一層の普及に努めます。 

 



14 
 

３ 施策の体系 

 

基本理念 「障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会」の実現 

 

基本方針 取組み 

① 差別の解消、権利擁護

の推進及び虐待の防止 

(1) 権利擁護の推進、虐待の防止 

(2) 障害を理由とする差別の解消の推進  

② 安全・安心な生活環境

の整備 

(1) 住宅の確保及び住環境の改善 

(2) 移動しやすい環境の整備 

(3) アクセシビリティに配慮した施設の普及促進 

(4) 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

③ 情報アクセシビリティ

の向上及び意思疎通支援

の充実 

(1) 情報アクセシビリティの向上 

(2) 情報提供の充実 

(3) 意思疎通支援の充実 

④ 防災・防犯等の推進 (1) 防災対策の推進 

(2) 防犯対策の推進 

(3) 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

⑤ 行政等における配慮の

充実 

(1) 選挙等における配慮等 

(2) 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

⑥ 保健・医療の推進 (1) 精神保健・医療の適切な提供等 

(2) 保健・医療の推進 

(3) 難病に関する保健・医療施策の推進 

(4) 障害の原因となる疾病等の予防・治療及び発達支援 

⑦ 自立した生活の支援・

意思決定支援の推進 

(1) 意思決定支援の推進 

(2) 相談支援体制の構築 

(3) 地域移行支援、在宅サービス等の充実 

(4) 障害のあるこどもに対する支援の充実 

(5) 障害福祉サービスの質の向上等 

(6) 福祉用具の利用支援など 

(7) 障害福祉を支える人材の育成・確保 

⑧ 教育の振興 (1) インクルーシブ教育システムの推進 

(2) 教育環境の整備 

(3) 生涯を通じた多様な学習活動の充実 

(4) 障害に対する地域理解と支え合いの促進 
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基本方針 取組み 

⑨ 雇用・就業、経済的自

立の支援 

(1) 総合的な就労支援 

(2) 経済的自立の支援 

(3) 障害者雇用の促進 

(4) 障害の特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

(5) 福祉的就労の底上げ 

⑩ 文化芸術活動・スポ

ーツ等の振興 

(1) 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社

会環境の整備 

(2) スポーツに親しめる環境の整備、競技スポーツに係る取組み

の推進 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

第２部 各論 
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基本方針１ 差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

（1）権利擁護の推進、虐待の防止 

 

現状と課題 

平成 26年２月、国連の「障害者権利条約」が発効され、平成 28 年４月には、社

会的障壁の除去や合理的配慮を具体化する「障害者差別解消法」及び「改正障害者

雇用促進法」が施行され、障害者の権利擁護の機運が高まっています。 

障害者に対する虐待については、平成 24 年 10月に「障害者虐待防止法」が施行

され、発見者の通報が義務化されて以降、障害者虐待の通報件数は増加傾向にあり

ます。 

平成 28 年５月には、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画

的に推進することを目的とした「成年後見制度利用促進法」が施行されました。 

成年後見制度については、認知度が低く、加えて後見人等の選任を求めるために

市長が家庭裁判所に対し申立てを行った実績や、家庭裁判所が決定した後見人等へ

の報酬額の助成の実績が少ないため、さらなる周知を図る必要があります。 

 

施策の方向性 

○「障害者虐待防止法」の適切な運用を通じ、障害者虐待の防止及び養護者に対す

る支援に取り組みます。 

○障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所などに対し、虐待防止に向けた

取組みの支援を行います。 

○成年後見制度の適切な利用が図られるよう必要な支援を行います。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
長崎市障害者虐待防止セ

ンター12の運営 

 障害者の権利利益の擁護を図るため

「長崎市障害者虐待防止センター」を運

営し、障害者虐待に関する相談や通報を

受け付け、適切な周知・啓発・指導を行

うことにより、虐待の未然防止及び早期

発見に努めます。 

 あわせて、関係機関との協力体制の整

備や、支援体制の強化を図ります。 

障 害 福 祉 課 

 

  

                             
12 平成 24年 10月に施行された障害者虐待防止法に基づき、市町村に設置が義務づけられた通報・相談窓口。

関係機関と連携して適切な対応を図るほか、障害者虐待防止のための啓発活動を行う。 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
成年後見制度13の利用支

援 

身寄りがなく、判断能力が十分でない

知的障害者、精神障害者について市長が

家庭裁判所に対し、後見人等の選任を求

めて申し立てを行います。 

費用負担が困難な場合には、市が経費

の一部又は全部を負担し、障害者の権利

擁護を図ります。 

また、成年後見制度における後見等の

業務を適正に行うことができる法人を

確保できる体制を整備するとともに、市

民後見人の活用も含めた法人後見の活

動を支援します。 

 あわせて、相談窓口の明確化と専門的

な相談支援、後見人等の担い手育成や活

動支援を一体的に行う中核機関の設置

を行い、「成年後見制度利用促進法」に

基づき、成年後見制度の利用促進に向け

た体制を整備します。 

障 害 福 祉 課 

 

高齢者すこやか 

支 援 課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 

３ 

配偶者暴力相談支援セン

ターにおける相談機能の

充実 

「第３次長崎市男女共同参画計画」

（令和４年４月策定）に基づき、障害者

を含む女性に対するあらゆる暴力の防

止と根絶に向けて、相談窓口の設置とそ

の周知や関係機関との連携等、相談機能

の充実を推進します。 

人権男女共同 

参 画 室 

 

 

  

                             
13 認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な人の財産管理や契約、福祉サービスの

利用契約などの法律行為を成年後見人が代理して行う制度。法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制

度は「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれている。 
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（2）障害を理由とする差別の解消の推進 

 

現状、課題等 

障害のある人への差別については、平成 23年８月の「障害者基本法」の改正によ

り、障害を理由とした差別の禁止が明示され、平成 25 年５月には公職選挙法の一

部が改正され、成年被後見人の選挙権及び被選挙権が回復し、また、同年６月に「障

害者差別解消法」が制定（平成 28年４月施行）され、不当な差別的取扱いの禁止や

合理的配慮の提供などが求められるようになりました。また、令和６年４月施行の

「改正障害者差別解消法」により、事業者による障害者への合理的配慮の提供が義

務化されました。 

これらのことは、障害のある人への差別を解消して権利を尊重することにより、

障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会の実現に繋がると考えら

れます。 

障害者へのアンケート調査においては、知的障害者の 55.4%、精神障害者の 48.1%

が差別を受けたことがあると回答しており、根強く残る障害者に対する差別の解消

に向けた取組みを継続的に推進していく必要があります。 

 

施策の方向性 

○障害及び障害者に対する正しい知識の普及・啓発により、市民の関心を高め、障

害を理由とする差別の解消を図ります。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 「障害者週間14」の周知 

 広報ながさきや週間あじさいなど市の

広報媒体を通じ、障害者週間の周知を図

ります。また、障害者週間（12月２日か

ら９日）中の数日間、市庁舎内で障害者

が作った製品を販売するとともに、障害

者に関連するパンフレット等を設置する

ことなどにより、障害者の社会参加の促

進と障害者に対する市民の関心を深め、

理解の促進を図ります。 

障 害 福 祉 課 

 

  

                             
14 平成 16年６月の障害者基本法改正により、12月９日の「障害者の日」が、12月３日から９日までの「障害

者週間」に拡大された。 

12月９日は、昭和 50年（1975年）に「障害者の権利宣言」が国連総会で採択された日で、昭和 56年 11月

28日に国際障害者年推進本部が「障害者の日」とすることを決定。その後、平成５年 11 月に心身障害者対策基

本法が障害者基本法に改められ、同法において「障害者の日」と規定された。 

12月３日は、昭和 57年（1982年）に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日で、平成

４年（1992年）の第 47回国連総会において「国際障害者デー」とすることが宣言されている。 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
市広報紙やマスメディア

による啓発広報 

広報ながさきや週刊あじさいなど市の

広報媒体を通じ、障害福祉制度について

のお知らせはもとより、障害者支援の取

組みに関する情報等を発信します。 

また、報道機関に対し、障害者団体の

催しや市主催事業等についての情報を積

極的に提供し、障害者やその家族、その

他障害者支援に携わる方などの活動等を

紹介することで市民の理解を深めていき

ます。 

さらに、広報ながさきなどにおいて、

精神保健に関するイベントや精神障害に

関する記事を掲載し、市民への周知を図

ります。 

障 害 福 祉 課 

 

地 域 保 健 課 

３ 
人権意識高揚に関する啓

発広報 

「第３次長崎市人権教育・啓発に関す

る基本計画」（令和４年４月策定）に基づ

き、障害者に関する人権課題の周知とと

もに、市民及び特定職業従事者への人権

意識の高揚を図るため、啓発資料の配布

等、年間を通じた啓発活動を行います。 

人権男女共同 

参 画 室 

４ 福祉教育の推進 

障害者団体が実施する体験型の研修

や、サービス従事者に対する研修等を支

援することで、福祉教育の推進を図りま

す。 

障 害 福 祉 課 
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No 取組み 内 容 所管課 

５ 
精神障害に対する正しい

知識の普及啓発 

こころの健康セミナーを通して、精神

障害に対する理解を深め、正しい知識の

普及に努めます。 

地 域 保 健 課 

６ 発達障害に関する啓発 

 発達障害に対する理解促進を図るた

め、市役所内外の関係機関で構成する「発

達障害ネットワーク会議」を開催し、発達

障害に関する支援の検討や意見交換を行

うとともに、講演会を開催するなどの啓

発活動を行います。 

障 害 福 祉 課 

７ 
障害者アートによる啓発

等 

 障害者が制作したアート作品を、多く

の市民に鑑賞していただく作品展を開催

し、障害に対する理解を促すとともに、障

害者の社会参加の推進を図ります。 

障 害 福 祉 課 

８ 
ヘルプマーク・ヘルプカ

ードの普及促進 

 援助や配慮を必要としていることが外

見からは分からない人が、配慮を必要と

していることを周囲の人に知らせる「ヘ

ルプマーク」や、困っていることや支援が

必要なことをうまく伝えられない障害の

ある人が、周囲に支援を求める「ヘルプカ

ード」の普及・啓発に取り組みます。 

障 害 福 祉 課 
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基本方針２ 安全・安心な生活環境の整備 

（1）住宅の確保及び住環境の改善 

 

現状、課題等 

障害者の自立支援の観点から、福祉施設への入所又は病院への入院からの地域移

行促進を進める必要があります。 

また、障害者へのアンケート調査では、将来の暮らしについて「家族と暮らした

い」(53.5%)が最多、次いで「一人で暮らしたい」(21.9%)との回答でした。また、

精神障害者は、33.8%が「一人で暮らしたい」と回答しています。 

障害者が地域で安心して生活できる居住の場としてグループホーム（共同生活援

助）は重要であり、今後も「親亡き後」に向けたニーズの増などにより利用者の増

加が見込まれるため、整備を促進していく必要があります。 

障害者の地域移行を図るために、グループホームやバリアフリーに配慮した市営

住宅など、障害者の生活に適した住まいの場の確保に努めるとともに、障害者やそ

の家族の状況及びニーズに沿った住環境の整備に努めます。 

 

施策の方向性 

○障害者の生活に適した市営住宅等の供給に努めるとともに、国庫補助制度などを

活用したグループホームの整備促進を図ります。 

○住宅改修に対する助成を行うなど、障害者が住み慣れた地域で安心して生活でき

る住環境の整備に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 障害者用住宅の整備等 

 市営住宅の住宅及び敷地は、バリアフリ

ーに配慮して整備を行います。 

また、建替等にあわせて車いす対応住宅

を整備するなど、障害者用住宅の確保に努

めるとともに、既存の市営住宅は、バリア

フリーに配慮した住戸に改善を行います。 

住宅政策室 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
グループホームの整備促

進 

 障害者等の自立支援の観点から、福祉施

設への入所等から地域生活への移行を促

進するため、国庫補助制度を活用したグル

ープホームの整備を促進します。 

障害福祉課 

３ 
市営住宅への心身障害者

の優先的入居の実施 

 心身障害者世帯向けに、市営住宅の入居

者募集を実施し、障害者等の地域生活を支

援します。 

建築総務課 

４ 
民間住宅におけるリフォ

ーム補助 

 民間住宅においては、バリアフリー化

等、施策目的に沿ったリフォームへの補助

を実施します。 

住宅政策室 

５ 
住宅入居等支援・相談支援

サービスの充実 

保証人がいない等の理由で公営又は民

間賃貸住宅への入居が困難な障害者等に

対し、入居に必要な調整等の支援を行うと

ともに、家主等への相談・助言を通じて障

害者等の地域生活を支援します。 

また、障害者世帯等の住宅確保要配慮 

者15に対して、長崎県居住支援協議会と、

民間の関連団体等が連携した居住支援の

しくみについて検討を行います。 

障害福祉課 

 

住宅政策室 

 

  

                             
15 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第１条において、低額所得者、被災者、高齢

者、障害者、こどもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者と定義されている。 
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（2）移動しやすい環境の整備 

 

現状、課題等 

障害者の自立と社会参加を促進するためには、障害特性に応じた移動手段の確保

や外出の支援などが重要です。 

障害者へのアンケート調査では、外出時の移動方法について、身体障害者、知的

障害者、精神障害者のいずれの障害種別でも、「バス」(46.0%)や「家族が運転する

車」(42.9%)が多い回答となっています。 

また、外出時の困りごとについては「公共交通機関の利用が不便」(32.8%)、

「障害者用駐車場の不備、又は少ない」(15.6%)、「歩道に問題が多い」(15.1%)

の順で回答が多くなっています。 

本市においては、障害者が移動しやすい歩道等の整備に努めるとともに、事業

者独自で進められるノンステップバスや超低床式路面電車の導入に対し、その促

進を図るため必要に応じて事業者への支援を行う必要があります。 

また、「長崎市バリアフリー特定事業計画」に定めた大規模旅客施設のバリア

フリー化・低床化車両導入などの公共交通特定事業、歩道のバリアフリー化など

の道路特定事業、音響式信号機設置などの交通安全特定事業、障害者の利用しや

すい駐車施設整備などの路外駐車場特定事業の各事業を実施促進していく必要が

あります。 

今後も障害者の社会参加の促進を図るため、利用者の個々のニーズや状況に応

じた適切な支援に努めるとともに、障害者が移動しやすい環境整備を進める必要

があります。 

 

施策の方向性 

○円滑な移動を阻害するバリアの除去、公共交通手段の利便性向上などにより、良

好な生活環境づくりに努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 不法放置物件の除去等 

 不法放置物のうち、放置二輪車・自転車

については、市民からの通報等により、現

地調査による放置状態の確認後に撤去し、

道路環境の保全に努めます。 

中 央 総 合 

事 務 所 

地域整備1課 

２ 
公共交通機関の利便性の

向上 

 誰にでもやさしい公共交通機関を目指

し、路線バス及び路面電車のバリアフリー

車両導入、路面電車停留場のバリアフリー

化を進めます。 

公 共 交 通 

対 策 室 
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（3）アクセシビリティに配慮した施設の普及促進 

 

現状、課題等 

障害者が身近な地域で安心して生活していくためには、公共交通機関や公共的施

設等のバリアフリー化の促進による、住みよい生活環境づくりが重要です。 

本市においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バ

リアフリー法16）に基づきバリアフリーを推進していますが、「長崎市バリアフリー

基本構想」及び建築物のバリアフリー化整備などの建築物特定事業や公園施設のバ

リアフリー化などの都市公園特定事業などを盛り込んだ「長崎市バリアフリー特定

事業計画」に基づき、障害者が快適に暮らせるまちづくりに向けた、利用しやすさ

に配慮した施設の整備、改修を行うなど公共施設等のバリアフリーをより一層推進

していく必要があります。 

 

施策の方向性 

○障害者が暮らしやすいまちづくりの観点から、公共施設等においてバリアフリー

の視点を取り入れた整備・改修等を進めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
新市庁舎の駐車場の利

用 

障害者用駐車場の利用について、障害

者等歩行が困難な方以外の利用や長時

間の占有がないよう、警備員による注意

喚起等を行うなど、真に必要な人が正し

く利用できる環境づくりを行います。 

財 産 活 用 課 

２ 公園等の整備 

 既存公園の中には、ユニバーサルデザ

イン17の考えが取り入れられていないも

のもあることから、「バリアフリー法」

に基づき、障害者が安全かつ快適に利用

できるよう環境整備を行います。 

 新設公園においても、引き続きユニバ

ーサルデザインを取り入れた公園づく

りを進めます。 

各 総 合 事 務 所 

地 域 整 備 課 

 

土 木 建 設 課 

  

                             
16 高齢者、障害者などの移動や施設利用の利便性や安全性の向上を促進するために、公共交通機関、建築物、

公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障害者などが利用する施設

が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進することを目的として、平成 18年 12月

20日に施行された法律。 
17 障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインす

る考え方。 
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（4）障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

 

現状、課題等 

障害者が住み慣れた地域で安心して生活し、社会活動に参加するためには、建物、

道路、交通機関等における物理的な障害の除去や歩行空間、生活空間などの様々な

場所において、障害者の視点に立った環境整備を進めるとともに、そうした取組み

を、官民問わず、社会全体で推進するために、その意識の醸成に努める必要があり

ます。 

障害者へのアンケート調査では、今後充実すべき障害福祉施策について、障害者

の 38.1%が「障害者にやさしいまちづくりの推進」を挙げており、今後も障害者に

配慮したまちづくりを推進していく必要があります。 

 

施策の方向性 

○誰もが安全で快適に生活し、社会参加できるよう、障害者に配慮した生活環境の

整備を推進します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

「ネットワーク型コンパ

クトシティ長崎（集約連携

型の都市構造）」の実現 

 今後の人口減少・超高齢社会の進展に備

えて、主要な地域に人口規模に応じた医

療・福祉・商業・業務等の都市機能を計画

的に配置・誘導し、居住を緩やかに収束し

ます。 

また、市民がライフスタイルにあわせた

住まい方を選択できるよう、都市機能が集

まった拠点と周辺の生活地区の間で公共

交通等による連携を図ります。 

都市計画課 

２ 

長崎市バリアフリー基本

構想に基づくバリアフリ

ー化の推進 

 「バリアフリー法」に基づく「長崎市バ

リアフリー基本構想」及び、公共交通・道

路・交通安全等の特定事業ごとに策定した

「長崎市バリアフリー特定事業計画」によ

り、関係機関と連携、調整を図りながら計

画的にバリアフリー化を推進します。 

土木企画課 
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基本方針３ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

（1）情報アクセシビリティの向上 

 

現状、課題等 

障害があるため、情報の収集・伝達に支障があり、障害がない人との情報の授受

に関する格差が生じているケースは、日常的なコミュニケーションから、災害等の

非常時における避難誘導など、個人の生命にかかわる場面にまで及びます。 

また、令和４年５月に施行された「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケー

ション施策推進法」の基本理念でも、障害の種類・程度に応じた手段を選択できる

ようにすること、障害者でない者と同一内容・同一時点で取得できるようにするこ

となどが掲げられています。 

そこで、障害の有無に関わらず、全ての人が平等、円滑に情報を入手し、共有す

ることができるよう、障害の特性に応じたわかりやすく的確な情報提供を行うとと

もに、情報伝達手段を確保する必要があります。 

障害者へのアンケート調査でも、希望する配慮について「必要な情報をわかりや

すく説明してくれる人がほしい」(32.2%)に次いで、「誰もが読みやすい文字などを

使用してほしい」(22.6%)、「わかりやすい文言・表現・絵文字を使用してほしい」

(21.2%)が続いており、障害特性に配慮した情報提供が求められています。 

 

施策の方向性 

○障害者を含む全ての人に配慮した市政情報の発信に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
市政情報の提供等に関す

る配慮 

 特に障害者や障害者施策に関する情報

及び緊急時における情報等を提供すると

きは、障害の特性に応じた分かりやすく的

確な情報提供に努めます。 

全 所 属 

２ ホームページの充実 

 誰もが様々な場所で、必要な市政の情報

等を容易に入手することができるよう、ホ

ームページの充実に努めます。 

また、アクセシビリティへの配慮など、

見やすいホームページに向けた整備・運用

に努めます。 

広報広聴課 

 

全 所 属 
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（2）情報提供の充実 

 

現状、課題等 

情報化社会が進展する中、障害者の生活に必要な情報を入手しやすくする環境づ

くりが求められています。 

障害者へのアンケート調査では、障害に関することや福祉サービスの情報の取得

について「市や県の広報誌」(30.1%)が最多、次いで「家族や親せき、友人・知人」

(29.0%)、「インターネット」(25.3%)との回答であり、障害者は、近しい人のほか

に、広報誌やインターネットからも多くの情報を得ています。 

情報通信技術（ＩＣＴ）の活用を図り、自立と社会活動への参加を支援するととも

に、情報通信技術の利用や活用面での格差（デジタル・ディバイド）が生じないよ

う、情報のバリアフリー化を推進する必要があります。 

 

施策の方向性 

○声の広報ながさきの発行や生活に必要な情報を点字化・音声化するなど、障害の

特性に応じた手段・方法による情報提供に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
市が発行する文書の点字

化、音声化等の推進 

 視覚障害者への情報提供のため「福祉の

しおり」の点字版、音声版、データ版を作

成するとともに、上下水道使用料のお知ら

せ・介護保険料納入通知書・固定資産税納

税通知書・障害者対象の職員採用試験案

内・障害福祉サービス支給決定通知書な

ど、公文書を点字化します。 

 また、音声コード18等を活用した音声化

や、電子データによる情報提供など、ＩＣ

Ｔの進展等を踏まえながら、障害特性に応

じた情報提供の充実を図ります。 

障害福祉課

ほ か 

２ 
ホームページによる情報

提供の充実 

市のホームページを活用し、障害福祉サ

ービス事業所や事業内容等についての情

報提供の充実を図ります。 

障害福祉課 

 

 

 

 

                             
18 印刷物に記載された文字情報を記録した二次元コード。スマートフォンや専用の端末で読み取り、文字情報

を音声として読み上げることで、視覚障害者が印刷物の情報を得ることができる。 
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No 取組み 内 容 所管課 

３ 市政情報の提供 

 広報ながさきについては、分かりやすい

紙面づくりに努めるとともに、視覚障害者

を対象に、広報ながさきを音訳した「声の

広報ながさき」を発行します。 

 市政テレビ番組「週刊あじさい」の企画

番組については、音声に合わせて手話通訳

を表示します。 

広報広聴課 

４ 
本会議における手話通訳

の実施 

 各定例会の招集日・閉会日に議場内で手

話通訳を実施し、傍聴席に設置したテレビ

に映像を映すとともに、ケーブルテレビ及

びインターネットにおいて放送・配信しま

す。 

議事調査課 

５ 
本会議における字幕表示

の導入 

 各定例会の全ての本会議において、傍聴

席に字幕表示用モニターを設置し、ＡＩ会

議録作成システムにより、リアルタイムで

字幕表示を行います。 

議事調査課 

６ 

本会議及び委員会の傍聴

における聴覚障害者及び

難聴者への配慮 

聴覚障害者及び難聴者が本会議や委員

会の傍聴時に会議の音声を鮮明に聴き取

ることができるよう、補聴援助システムを

貸与します。 

議会事務局

総 務 課 

７ 

議場の傍聴席における車

いす利用者用スペースの

確保 

車いす利用者が本会議を傍聴しやすい

よう、議場の傍聴席において車いす利用者

用スペースを確保しています。 

議会事務局

総 務 課 

８ パソコン講座の開催 

 障害者の情報通信技術（ＩＣＴ）利活用

支援のため、長崎市障害福祉センター19に

おいて、パソコン講座を開催します。 

障害福祉課 

 

 

  

                             
19 在宅障害者福祉の中核的施設として長崎市が建設した施設で、各種運動施設や文化・教養施設を利用して在

宅障害者等の地域生活を支援するとともに、相談・医療・療育・リハビリテーションなどの各分野に専門的機能

を有し、幅広いニーズに応じた様々なサービスを提供している。（指定管理者「社会福祉法人長崎市社会福祉事

業団」が運営。） 
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（3）意思疎通支援の充実 

 

現状、課題等 

障害の特性により意思疎通を図ることに支障がある障害者に対して、コミュニケ

ーション支援を充実させることは重要です。 

手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣や、障害者のコミュ

ニケーションの支援を担う人材の育成・確保を図るとともに、長崎市手話言語条例

の制定に伴う手話への理解及び手話の普及のために必要な取組みを実施します。 

 

施策の方向性 

○手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣及び養成等により障

害者のコミュニケーションを支援します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

手話通訳者・要約筆記者、

盲ろう者向け通訳・介助員

の派遣 

 聴覚障害者等が公的機関又は医療機関

等に出向く必要があるときで、適当な付添

人が得られないため円滑な意思の疎通に

支障がある場合に、市が登録した手話通訳

者又は要約筆記者を派遣します。 

 また、盲ろう者の円滑なコミュニケーシ

ョンを図るため、盲ろう者向け通訳・介助

員を派遣します。 

障害福祉課 

２ 

手話通訳者・要約筆記者、

盲ろう者向け通訳・介助員

の養成 

 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有

し、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現

技術及び基本技術を習得した手話通訳者

並びに要約筆記に必要な要約技術及び基

本技術を習得した要約筆記者を養成しま

す。 

また、盲ろう者のコミュニケーションの

支援や外出時の移動等を介助する盲ろう

者向け通訳・介助員を養成します。 

障害福祉課 
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No 取組み 内 容 所管課 

３ 手話通訳者の配置 

 聴覚障害者等が関係機関で各種相談や

手続き等を行う際の意思伝達にかかる仲

介機能を果たすため、市役所等に手話通訳

業務を行う手話通訳者を配置し、円滑なコ

ミュニケーションが図れるよう支援しま

す。 

障害福祉課 

４ 
手話への理解及び手話の

普及 

手話が言語であるとの認識に基づき、手

話への理解及び手話の普及を図り、手話を

使用しやすい環境を整備することで、円滑

なコミュニケーションが図れるよう支援

します。 

障害福祉課 
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基本方針４ 防災・防犯等の推進 

（1）防災対策の推進 

 

現状、課題等 

近隣の都市を含む全国で地震、豪雨、台風などの被害が多発しており、より一層

防災対策に向けた取組みを推進する必要があります。 

障害者へのアンケート調査では、障害者の 86.0%が災害時に支援を必要としてい

ましたが、そのうち 11.6%が「支援者がいない」との回答でした。 

また、令和 3年 5 月の「改正災害対策基本法」の施行に伴い、避難行動要支援者
20の個別避難計画21の作成が市町村の努力義務とされました。 

自力避難が困難な障害者が居住する住宅付近の避難所の周知や公的施設等にお

ける障害者の特性に配慮した防災設備等の整備、充実を図るとともに自主防災組織

等による協力体制の確認など、地域における避難支援を推進するとともに、個別避

難計画を作成していく必要があります。 

あわせて、迅速な情報伝達・提供手段を確立するため、障害者が必要な情報を速

やかに入手し、又は通報できる環境を整備する必要があるため、防災行政無線のデ

ジタル化のほか、緊急通報システム事業や、ファックス、メールによる消防への通

報体制の充実を図っていきます。 

 

施策の方向性 

○障害の有無に関わらず、全ての市民が必要な情報を速やかに入手できるよう、情

報伝達手段の確保を図るとともに、災害が発生し、又はそのおそれがある場合な

ど緊急時の避難支援体制を整備することにより、災害に強いまちづくりを推進し

ます。 

○障害者が利用しやすい避難所の確保や環境整備及びその周知に努めます。 

  

                             
20 災害発生時に自力での避難が困難な高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者で、円滑かつ迅速

な避難の確保を図るため特に支援を要する者。 
21 避難行動要支援者ごとに作成する、避難支援等を実施するための計画。 
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具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

災害情報等の伝達・災害

発生時における迅速な情

報提供 

 各種災害の発生情報や避難情報、防災

行政無線で放送した緊急情報などを障

害者へ迅速かつ的確に提供します。 

 各障害者団体を通じて、情報取得に有

効な「防災メール」を周知し、メール配

信に係る登録者の増加に努めます。 

また、防災行政無線のデジタル化に伴

い、身体障害者手帳１・２級保持者（視、

聴、肢）に戸別受信機を貸与します。 

防災危機管理室 

２ 

音声によらない 119 番通

報に対する受信体制の充

実 

 聴覚・言語機能障害者がスマートフォ

ン等を用いた音声によらない 119番通報

ができるよう受信体制を維持していき

ます。 

消防局指令課 

３ 
障害者が安心して避難で

きる避難所の確保 

 ユニバーサルデザインを取り入れた

障害福祉センター及び社会福祉法人が

運営する障害者支援施設等を、避難行動

要支援者を受け入れる福祉避難所22とし

て確保します。 

また、福祉避難所以外の避難所につい

ても、障害者に配慮された建物を指定す

るよう努めます。 

障 害 福 祉 課 

 

高齢者すこやか 

支 援 課 

 

防災危機管理室 

４ 
障害者が利用しやすい避

難所の周知 

車いす対応のトイレや施設入口のス

ロープや手すりの設置状況など障害者

が利用しやすい避難所について、ホーム

ページ等の広報媒体や防災講話などを

通じて情報提供を行います。 

防災危機管理室 

５ 
視覚障害者に対するハザ

ードマップの情報提供 

 土砂災害や浸水のおそれがある区域

と、避難所や避難場所などの位置を表示

したハザードマップの内容について、視

覚障害者に対して電話での情報提供を

行います。 

土 木 防 災 課 

 

  

                             
22 一般の避難所での生活が困難と判断された高齢者や障害者などの避難行動要支援者を受け入れるため、長崎

市が市内の社会福祉施設と協定を結び、指定した二次的避難所。災害時に必要に応じて開設される。 
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No 取組み 内 容 所管課 

６ 
避難行動要支援者名簿の

活用 

災害時等に、弱い立場にある障害者等

を保護するために、障害の状況や居住環

境等を把握し、近隣協力者の支援が得ら

れるようにするための調査を行うとと

もに、避難行動要支援者名簿を作成しま

す。 

情報の入手や行動が困難な立場にあ

る障害者等について、災害時に福祉行政

と地域組織が連携し、安否の確認や緊急

移動を行うため、具体的な支援体制を定

めたマニュアルを整備します。 

 また、地域の民生委員や相談支援専門

員23等との連携を図りながら、避難行動

要支援者ごとに、避難支援を行う方や避

難先等の情報を記載した個別避難計画

の作成に取り組みます。 

障 害 福 祉 課 

 

高齢者すこやか 

支 援 課 

 

健康づくり課 

 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

 

中央総合事務所 

総 務 課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 

７ 
緊急時における通報体制

の整備 

１級又は２級の身体障害者手帳所持

者等で、ひとり暮らしもしくはこれに準

ずる世帯における緊急通報装置の設置

を支援し、急病、災害等の緊急時に速や

かな通報と救助を行う体制を整備しま

す。 

障 害 福 祉 課 

 

高齢者すこやか 

支 援 課 

８ 
自主防災組織の結成促進

及び活動活性化 

地域の避難支援体制の中核を担う自

主防災組織の結成促進及び既存組織の

活動を活性化させます。 

防災危機管理室 

 

  

                             
23 障害者等の相談に応じ、助言や連絡調整等の必要な支援を行うほか、サービス等利用計画の作成を行う。 
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（2）防犯対策の推進 

 

現状、課題等 

障害者が地域で安全に安心して生活できるよう、防犯に係る安全確保のための取

組みを推進する必要があります。 

また、障害者は犯罪や事故の被害に遭う危険性が高く、また、不安感も強いこと

から、障害の特性に配慮した支援策を講じ、犯罪による被害の未然防止を図る必要

があります。 

こうした課題を踏まえ、警察や防犯関係団体、福祉施設、地域の障害者団体等と

の連携を図りながら、障害者の安全・安心に資する取組みを推進します。 

 

施策の方向性 

○関係機関と連携を図るとともに、緊急時の通報体制を確保し、防犯機能の強化に

努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

障害者をはじめとする社

会的弱者に対する安全・

安心情報の提供 

 市のホームページ上に、安全・安心の

項目を作成のうえ、障害者をはじめとす

る様々な社会的弱者に対し、本市で実施

している各種の安全・安心に関する取組

みの周知を図ります。 

自 治 振 興 課 

２ 
緊急時における通報体制

の整備【再掲】 

１級又は２級の身体障害者手帳所持

者等で、ひとり暮らしもしくはこれに準

ずる世帯における緊急通報装置の設置

を支援し、急病、災害等の緊急時に速や

かな通報と救助を行う体制を整備しま

す。 

障 害 福 祉 課 

 

高 齢 者 す こ 

や か 支 援 課 
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（3）消費者トラブルの防止及び被害からの救済 

 

現状、課題等 

消費者トラブルの防止について、障害者基本法では、「消費者としての障害者の

保護」に関する施策の実施が、国及び地方公共団体の責務とされ、また、消費者教

育の推進に関する法律により、消費者教育は、年齢、障害の有無その他の消費者の

特性に配慮した適切な方法で行わなければならないこととされています。 

障害者へのアンケート調査では、身体障害者の 5.5%、知的障害者の 4.2%、精神障

害者の 15.8%が、消費者トラブルに遭ったことがあると回答しており、一部の障害

者が消費者トラブルに遭遇しているのが現状です。 

振り込め詐欺の被害や悪質商法による消費者被害などに遭いやすい障害者の消

費者としての利益の擁護及び増進を図るため、適切な方法により相談の受付や情報

の提供、啓発を行う必要があります。 

 

施策の方向性 

○消費生活に関する相談受付体制を整備するとともに、消費者被害の未然防止のた

めの啓発を行い、消費者トラブルの防止及び早期発見、被害からの救済に努めま

す。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

消費生活に関する相談及

び消費者被害の未然防止

のための啓発の推進 

 消費生活に係る相談を受け付けるとと

もに、障害者及びその関係者向けの出前

講座24を開催するなどの啓発を行い、消費

者被害からの救済と被害の未然防止に努

めます。 

消費者センター 

 

                             
24 市民等によるグループが主催する集会などに、長崎市職員が講師として出向き、市政に関する説明等の講演

活動を行う。 
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基本方針５ 行政サービス等における配慮の充実 

（1）選挙等における配慮等 

 

現状、課題等 

障害者がその権利を円滑に行使できるよう、選挙等において必要な環境の整備や 

障害特性に応じた合理的配慮の提供を行う必要があります。 

障害特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努めるとともに、移動に困難

を抱える障害者に配慮した投票所のバリアフリー化、障害者の利用に配慮した投票

設備の設置、投票所における投票環境の向上に努め、障害者が自らの意思に基づき

円滑に投票できるよう、取組みを推進する必要があります。 

 

施策の方向性 

○障害者が円滑に投票できるよう、投票環境の向上に努めます。 

○選挙の際に、障害者が、自らの意思に基づき投票ができるよう、投票所における

代理投票や点字投票をはじめ、指定病院等における不在者投票、郵便等による不

在者投票の適切な実施を図ります。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
障害者に配慮した模擬選

挙 

投票制度の周知、選挙人の意思表示

の重要性の理解を目的として、模擬選

挙等を実施し、障害者が投票しやすい

環境を確立します。 

選挙管理委員会 

事 務 局 

２ 期日前投票の実施 

 今後も障害者福祉の拠点施設である

長崎市障害福祉センター（もりまちハ

ートセンター）に期日前投票所を設置

することで、障害者が投票しやすい環

境を確立します。 

選挙管理委員会 

事 務 局 

３ 選挙に関する情報の提供 

 候補者名、候補者の政見及び経歴に

関する情報の提供を行うことにより、

障害者が投票しやすい環境を確立しま

す。 

選挙管理委員会 

事 務 局 
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No 取組み 内 容 所管課 

４ 投票所内の設備の充実 

 全ての投票所に代理投票記載台、点

字器、文鎮、滑り止めシート（紙がすべ

らずに片手でも字がかける）、コミュニ

ケーションボードを配置し、障害者が

投票しやすい環境を整備します。 

また、必要な投票所への段差解消ス

ロープ設置や車いす配置を行います。 

さらに、障害者や高齢者がよりスム

ーズに意思表示を行い投票ができるよ

うに投票支援カードを作成し、関係団

体等への配布を行います。 

選挙管理委員会 

事 務 局 

５ 投票機会の確保 

身体障害者等が利用可能な郵便等で

の不在者投票制度や、指定病院・老人ホ

ーム等での不在者投票について周知を

図り、障害者の投票機会を確保します。 

選挙管理委員会 

事 務 局 
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（2）行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等 

 

現状、課題等 

平成 28年４月に施行された「障害者差別解消法」においては、行政機関等が、そ

の事務又は事業を行うにあたり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としてい

る旨の意思の表明があった場合は、必要かつ合理的な配慮をしなければならないこ

ととされました。 

「社会的障壁の除去についての必要かつ合理的配慮」とは、障害者が日常生活や

社会生活において受ける様々な制限をもたらす原因となる社会的な障壁を取り除

くため、その実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対し、個別の状

況に応じて講じられるべき措置とされています。 

障害者へのアンケート調査では、市役所等の行政機関での職員の応対等について、

障害者の 29.7%が「配慮されており満足している」と回答した一方で、48.2%が「十

分とはいえない」「どちらかといえば足りない」「不十分」と回答しており、今後

さらに障害者へ配慮した対応が必要となります。 

障害者が適切な配慮を受けることができるよう、窓口等の体制づくりに努めると

ともに、障害者に配慮した行政サービスの実施に努めていく必要があります。 

 

施策の方向性 

○長崎市職員の障害者に関する理解を促進するため、必要な研修を行い、窓口等に

おける障害者への配慮の徹底を図ります。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 職員研修の充実 

 職員を対象に、福祉研修の一環として障

害者福祉研修を計画的に実施します。 

 研修を継続するとともに、より効果的な

研修の実施に努めます。 

職員研修所 

２ 
障害及び障害者理解の促

進 

障害を理由とする差別の解消の推進に

関する長崎市職員対応要領等について、職

員に周知徹底を図ることなどにより、合理

的配慮の推進及び障害及び障害者理解の

促進に努めます。 

障害福祉課 

３ 
事務・事業実施における合

理的配慮の実施 

 事務・事業の実施に当たっては、障害者

差別解消法に基づき、障害者が適切な配慮

を受けることができるよう障害者に配慮

した行政サービスの実施に努めます。 

全 所 属 
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基本方針６ 保健・医療の推進 

（1）精神保健・医療の適切な提供等 

 

現状、課題等 

精神疾患に対する正しい知識の普及・啓発を推進するとともに、早期発見、早期

治療のために相談体制を充実させる必要があります。 

近年、精神障害者が入院治療を中心として生活するのではなく、地域で自分らし

い生活を送ることができるよう、精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの

構築が求められています。 

精神障害者が地域で安心して生活できるよう、精神疾患に対する偏見をなくし、

精神障害者の社会復帰や社会参加への理解を促進する取組みを推進するとともに、

精神障害者を取り巻く関係機関との連携を推進する必要があります。 

また、ギャンブル依存症や発達障害、ひきこもりなど多様な心の健康についての

課題に対応する取組みも求められています。 

 

施策の方向性 

○ひきこもりや思春期の心の問題など、近年多様化する心の健康問題に対応した精

神障害者施策を推進します。 

○研修会やセミナー等を通じて、精神障害に関する正しい知識の普及を図ります。 

○相談支援体制の整備やボランティアの育成など、精神障害者の地域移行、社会復

帰又は社会参加を支援するための取組みを推進します。 

○ピアサポーター25による精神障害者へのフォローアップや相談などを支援として

行うための体制整備を行い、地域で生活することを希望する精神障害者等が地域

の一員として安心して暮らすことができる環境を整えることで、障害者の社会参

加及び雇用を促進します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 精神保健相談・訪問の充実 

 精神障害の早期治療の促進や社会復帰

を援助するため、保健所に精神保健相談ダ

イヤルを設置し、専任の相談員、保健師及

び精神科医による精神保健福祉相談・訪問

指導体制の充実を図ります。 

地域保健課 

 

  

                             
25 自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、他の障害や疾病のある障害者の支援を行う者。 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
こころの健康セミナーの

開催 

 精神障害についての理解やこころの健

康に対する関心を深めるために、毎年、こ

ころの健康セミナーを開催します。 

また、事業所及び地域等の講習会へ講

師を派遣する等普及啓発を図ります。 

地域保健課 

３ 家族教室の開催 

 病気に対する理解を深め、対応などを

学ぶとともに、家族同士で日頃の悩みや

思いを語りあうために、家族を対象とし

た教室を開催します。 

地域保健課 

４ 
精神障害者支援に携わる

人材の育成 

 精神保健福祉関係者に対する研修会を

実施します。 

また、精神保健福祉ボランティア等を

支援します。 

地域保健課 

５ 
地域相談支援26の提供体

制の整備 

 精神障害者が地域における生活に移行

し、居宅で暮らすことができるようにす

るため、地域相談支援（地域移行支援27・

地域定着支援28）の提供体制の整備に努め

ます。 

障害福祉課 

６ 
地域包括ケアシステムの

構築 

精神障害者が地域の一員として安心し

て自立した生活を送ることができるよ

う、保健、医療、福祉関係者による協議の

場を設置するとともに、養成講座を修了

したピアサポーターの活用を推進するた

めの体制整備を図ることで、精神障害者

の地域生活の支援につなげます。 

障害福祉課 

 

地 域 包 括 

ケアシステム 

推 進 室 

 

地域保健課 

 

  

                             
26 地域移行支援及び地域定着支援をいう。 
27 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対する、住居の確保そ

の他の地域における生活に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービスの体験的な

利用支援、体験的な宿泊支援その他の必要な支援。 
28 居宅において単身、又は家族と同居している場合であっても当該家族等が障害、疾病等のため同居家族によ

る支援を受けられない状況において生活する障害者について、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、障害

の特性に起因して生じた緊急の事態において相談その他の便宜を供与する。 
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（2）保健・医療の充実 
 

現状、課題等 

障害の原因となる疾病等の予防と早期発見、障害の重度化や二次障害の発生を防

止するためには、健康診査や発育・発達相談、保健指導、医療機関の受診など、保

健・医療サービスは欠かすことができません。 

特に医療分野においては、障害者が地域で健康な生活を送ることができるよう、

自立支援医療の給付や心身障害者福祉医療費の助成など、医療費負担の軽減を図る

などの支援が必要です。障害者一人ひとりの状況に応じた適切な保健・医療サービ

スやリハビリテーションを提供するとともに、障害の原因となる疾病等の予防や障

害の重度化予防のための保健・医療サービスの充実を図ります。 

 

施策の方向性 

○長崎市障害福祉センター診療所において、総合的なリハビリテーション医療体制

を整備し、適切な医療、リハビリテーション医療を提供するとともに、療育指導

等を行います。 

○障害者が身近な地域で必要な医療を受け、健康な生活を送ることができるように、

医療費の負担軽減を図ります。 

○寝たきりや障害のため歯科医療機関に通院することが困難な方の歯科疾患予防

及び口腔衛生状態の改善を図る取組みを推進します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

総合的な療育・リハビリ

テーション医療体制の整

備 

 障害福祉センター診療所において、整

形外科・リハビリ科・小児科・精神科の外

来診療、心身に障害又はその疑いがある

人に対する診療、評価を行うとともに、医

師又はセラピスト（理学療法士29、作業療

法士30、言語聴覚士31、臨床心理士32）によ

る適切な療育及びリハビリテーションを

実施します。 

 

障 害 福 祉 課 

                             
29 理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者。医師の指示

のもと、理学療法を行うことを業務とする。理学療法とは、身体に障害がある者に対し、主としてその基本的

な動作能力の回復を図るための治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物

理的手段を加えることをいう。 
30 理学療法士及び作業療法士法に定められた国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けた者。医師の指示

のもと、作業療法を行うことを業務とする。作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてそ

の応用的動作能力又は社会適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。 
31 言語聴覚士法に定められた資格を有し、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある人の機能の維持向上を図

るため、言語訓練やその他の訓練、必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業務とする。 
32 文部科学省認可の公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が実施する試験に合格し、認定を受けた者。 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
自立支援医療の給付 

（育成医療） 

 身体に障害がある 18歳未満の児童が、

手術等を行うことで確実な治療効果が期

待できる場合に、必要な医療費を自立支

援医療費として支給します。 

 障害者総合支援法に基づく全国的な公

費負担医療制度であり、今後も円滑かつ

適切な実施に努めます。 

こども政策課 

３ 
自立支援医療の給付 

（更生医療） 

 身体障害者の機能障害を除去、又は軽

減、回復するための手術に要する医療費

を自立支援医療費として支給します。  

障害者総合支援法に基づく全国的な公

費負担医療制度であり、今後も円滑かつ

適切な実施に努めます。 

障 害 福 祉 課 

４ 
心身障害者福祉医療費の

助成 

身体障害者手帳（１～３級）、療育手帳

（Ａ１～Ｂ１）所持者及び精神障害者保

健福祉手帳所持者（１級の通院のみ）を対

象とした福祉医療費支給制度において、

重・中度の障害者やその家族の経済的負

担の軽減を図るため、医療費の一部を助

成します。 

障 害 福 祉 課 

５ 
要援護者情報システムの

運用 

福祉・医療・保健に係る各種サービスを

総合的に調整・推進するため、要援護者の

情報を一元的に管理し、各分野での相互

活用を図ります。 

福祉行政システムの充実のため、シス

テムに搭載する情報の管理、使いやすさ

を改善します。 

高 齢 者 す こ 

や か 支 援 課 

６ 歯科口腔保健の推進 

関連団体・組織と連携し、定期的に歯科

健診・歯科医療を受けることが困難な方

の歯科口腔保健の維持、向上を図ります。 

健康づくり課 

７ 
長期療養児療育指導の実

施 

疾病により長期にわたり療養を必要と

する児童が、より快適な生活を送ること

ができるよう、相談・訪問指導を行いま

す。 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 
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No 取組み 内 容 所管課 

８ 
小児慢性特定疾病33医療

の給付 

 小児慢性特定疾病にかかっていること

により、長期にわたり療養を必要とする

児童等の健全育成を図るため、その医療

費の給付を行います。 

こども政策課 

９ 医療的ケア児支援の充実 

医療的ケア児が、身近な地域でその心

身の状況に応じた適切な保健、医療、福

祉等の支援を受けられるよう、これらの

支援を行う機関との連絡調整を行うため

の体制を整備するため、保健、医療、障害

福祉、保育、教育等の関係機関等が連携

を図るための協議の場を設置し、医療的

ケア児支援の充実を図ります。 

障 害 福 祉 課 

 

  

                             
33 こどもの慢性疾病のうち、児童福祉法第 21条の５に基づき国が指定した疾病。 
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（3）難病に関する保健・医療施策の推進 

 

現状、課題等 

本市の難病患者（特定医療費（指定難病）受給者、小児慢性特定疾病医療受給者） 

は年々増加しており、支援の充実が求められています。 

難病患者の療養上の不安や悩みを解消するための状況の把握や相談事業等を行

います。また、難病患者に対する障害福祉サービスの提供にあたっては、障害福祉

サービスや地域生活支援事業に関する制度の周知を行うとともに、難病等の特性

（病状の変化や進行、福祉ニーズ等）に配慮しながら、適切な利用を支援する必要

があります。 

 

施策の方向性 

○難病患者に対し、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活

の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図るとともに、障害者総合支

援法に基づき、適切なサービスを提供します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
難病患者地域支援対策の

推進 

地域の医療機関・福祉部門等と連携の

もと、難病患者への適切な療養支援を行

うことにより、安定した療養生活の確保

と患者や家族の生活の質の向上を図りま

す。 

①在宅療養支援計画策定・評価事業 

在宅療養支援計画策定による個々の患

者の状況に応じたきめ細やかな支援 

②訪問相談員育成事業 

難病患者及び家族等に対し療養生活を

支援するための人材育成 

③医療相談事業 

難病患者及び家族等が安心して生活が

送れるよう、病気や療養生活に関する情

報の発信 

④訪問相談・指導事業 

難病患者の療養上の悩みや相談などに

対し、保健師等による訪問相談・指導の

実施  

健康づくり課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
難病患者等に対する障害

福祉サービス等の提供 

障害者総合支援法の対象となっている

難病の患者等に対し、病状の変化等に応

じた適切な福祉サービス等を提供しま

す。 

障 害 福 祉 課 
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（4）障害の原因となる疾病等の予防・治療及び発達支援 

 ア 障害の原因となる疾病等の予防 

 

現状、課題等 

乳幼児や出産前段階における障害の原因となる疾病等の予防対策として、母子保

健事業による健全な母性の育成、妊産婦の健康保持を図り、周産期医療体制の充実

に努めるとともに、出産・育児に関する不安を解消するための相談や保健指導の実

施などによる支援を充実する必要があります。 

 

施策の方向性 

○思春期及び妊娠・出産期の障害を予防する観点から、健全な母性育成のための保

健事業を推進します。また、周産期医療については、安心して出産できる環境づ

くりを目指し、安全な出産と妊産婦の不安解消に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
知識の普及と保健指導の

実施 

 妊娠期から乳幼児期に発生する障害

の原因となる疾病等を予防するため、

妊娠・出産・育児に関する健康教室等を

開催し、知識の普及や保健指導を行い

ます。 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

 

各 総 合 事 務 所 

地 域 福 祉 課 

２ 妊産婦健康診査の実施 

 妊娠高血圧症候群34、貧血などの異常

を早期発見し、必要な治療につなぐこ

とで、安全な出産が迎えられるよう、妊

娠期間中の健康診査を実施します。な

お、多胎妊婦については単胎妊婦より

も頻回の健康診査が推奨されているこ

とから、５回を限度として追加の健診

を実施します。 

 また、産後の心身の健康状態を把握

するため、産婦健康診査を実施します。 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

３ 母子保健訪問指導の実施 

 各種健診等により支援が必要な妊産

婦や乳幼児に対し、保健師、助産師等が

訪問し必要な保健指導を行います。 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

 

各 総 合 事 務 所 

地 域 福 祉 課 

                             
34 主として妊娠後期に見られる高血圧と蛋白尿を主とする一連の疾患群の総称。日本産科婦人科学会では、

「妊娠 20週以降、分娩後 12週まで高血圧がみられる場合又は高血圧に蛋白尿を伴う場合のいずれかで、かつ

これらの症状が単なる妊娠の偶発合併症によるものでないもの」と定義している。 
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No 取組み 内 容 所管課 

４ 未熟児養育医療の給付 

 入院養育が必要な１歳未満の未熟児

がいる家庭に対し、指定医療機関での

入院養育に要する医療費（診察、薬剤、

医学的処置等）の給付を行い、未熟児

の健やかな成長を支援します。 

こ ど も 政 策 課 

５ 周産期医療の充実 

 長崎みなとメディカルセンターにお

いては、地域の周産期母子医療センタ

ーとして、高度な周産期医療を行う長

崎大学病院や地域の産科医療機関との

役割分担と相互連携を図りながら、本

市における周産期医療体制を維持して

いきます。 

地 域 医 療 室 
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 イ 健康づくり 

 

現状、課題等 

障害の原因となりうる生活習慣病は増加傾向にあることから、発症及び重症化を

予防する対策が必要です。 

本市では、健康増進計画「第３次健康長崎市民 21」を推進し、障害の有無に関わ

らず、誰一人取り残さない健康づくりの観点から、一人ひとりの心身の状態に応じ

た健康増進につながる生活習慣の改善・定着を図るとともに、生活習慣病の早期発

見・早期治療を促すため、各種健康診査及びがん検診の受診率の向上に取り組んで

います。 

健康づくりは、障害者にとっても疾病の状況や日々の暮らしに大きく関係してい

る場合があることから、行政や地域が実施する健康増進の取組みを広く周知するな

ど、障害者も参加しやすい環境を整えていきます。 

 

施策の方向性 

○長崎市の健康増進計画である「第３次健康長崎市民 21」のもと、生活習慣の改善、

障害の原因となりうる生活習慣病の発症予防、合併症や重症化予防に引き続き取

り組むとともに、生活機能の維持・向上の観点も踏まえた取組みを推進します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
健康づくり推進員の活動

支援 

市民が長く元気で生活できることをめ

ざす取組みとして、地域における健康づ

くりの担い手である健康づくり推進員と

協働し、地域の健康づくりを推進します。 

健康づくり課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 

２ 
訪問指導による療養・健

康管理の実施 

 心身の機能低下の防止と健康の保持増

進を図るため、療養上の保健指導や健康

管理等が必要と認められる方及びその家

族に対して、保健師、理学療法士、歯科衛

生士、栄養士等が家庭を訪問し、健康管

理や療養の方法、機能訓練の方法を教示

するとともに、口腔衛生指導、栄養指導

等を行います。 

健康づくり課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 
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No 取組み 内 容 所管課 

３ 健康教育の実施 

 高血圧や糖尿病などの生活習慣病の予

防として、より多くの市民に正しい知識や

実技等の普及・啓発を図るため、食生活、

運動、生活習慣改善、健診・がん検診、禁

煙等をテーマに健康教室を実施します。 

また、人工透析の予備軍となる慢性腎臓

病（ＣＫＤ35）の予防対策に取り組み、腎

臓の機能が低下している方への健康教室

を開催します。 

さらに、地域の自治会や自主グループ、

職域団体等の活動に出向くなど、多くの機

会を通じて生活習慣病予防についての正

しい知識や実技等の普及・啓発を行いま

す。 

健康づくり課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 

４ 健康相談の実施 

 心身の健康に関する個別の相談に応じ、

生活習慣の改善のために必要な指導・助言

を行い、家庭における健康管理を支援しま

す。 

健康相談は、課題を選定し、地域におい

て実施されている重点健康相談と心身の

健康に関して様々な相談を行う総合相談

や喫煙の健康への影響に関する禁煙相談

会を実施します。 

【重点健康相談】 

健康診査の結果等をもとに、高血圧や糖

尿病、脂質異常症、骨粗しょう症、歯周疾

患、腎機能低下等の病態別に相談を実施 

【総合健康相談】 

健康相談会場のほかに、健診会場や各種

イベント会場などへ出向いて様々な心身

の健康相談を実施 

【禁煙相談会】 

月１回、日曜日に開催 

健康づくり課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 

  

  

                             
35 慢性に経過するすべての腎臓病を指す。Chronic Kidney Disease の略。 
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ウ 障害児の早期発見・早期療育 

 

現状、課題等 

発達障害の早期発見、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務、

発達障害者の自立及び社会参加に資する支援などについて規定された「発達障害者

支援法」が平成 28 年８月に改正され、発達障害者支援のより一層の充実が求めら

れています。 

発達障害児については、症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが重

要であることから、発達障害を早期に発見するよう努めることが重要です。 

発達障害は、乳幼児期の健診や、保育所、幼稚園、学校などの日常生活の場にお

ける気付きによってわかる場合があり、早期発見・早期対応を図るためには、各年

齢段階における健診等での心身の状態に問題があった乳幼児に対し、医療・療育・

相談など、その後の支援につなげる体制を整備する必要があります。 

現在、障害福祉センター診療所においては、新規の相談から受診するまでの診療

待機期間は、年々長くなっており、関係機関と連携を図りながら発達障害児等の早

期発見、早期療育の取組みを進めて行く必要があります。 

 

施策の方向性 

○心身の発達上の問題や障害等については、関係機関と連携を図りながら、できる

だけ早期に発見し、適切な対応を行います。 

〇障害福祉センターにおいて発達障害児等の診療、療育を行う体制の充実を図ると 

ともに、地域の医療機関や児童発達支援センター等との連携により地域全体にお

ける診療、療育の体制を整備し、こどもの発達に関する早期支援に努めていきま

す。 
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具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 乳幼児健康診査の実施 

精神・運動発達の遅れや疾病、障害を

早期に発見するとともに、生活習慣の

確立やむし歯予防、栄養等に関する相

談に応じ、必要な指導助言を行うため、

４か月児、７か月児、10 か月児、１歳

６か月児、３歳児の健康診査を実施し、

乳幼児の健康増進を図ります。 

健康診査の結果、必要に応じて経過

を観察するとともに、精密健康診査を

勧奨し、継続した支援を行うとともに

未受診児については受診勧奨に努めま

す。 

さらに、１歳６か月児、３歳児の健康

診査においては、幼児の心理発達に関

する相談を受け、保健指導を行います。 

また、新生児聴覚検査を実施し、聴覚

障害の早期発見・早期療育を図ります。 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

 

各 総 合 事 務 所 

地 域 福 祉 課 

２ 発達健康診査の実施 

乳幼児健康診査において精神・運動

発達に遅れの疑いがあると判断された

乳幼児等について、発達障害等の早期

発見や早期に適切な支援につなげるた

め、発達健康診査を実施し、適切な助

言、指導を行います。 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

 

中央総合事務所 

地 域 福 祉 課 

３ 乳幼児健全発達支援 

 １歳６か月児健康診査等で、精神・運

動発達上の支援が必要と判断された幼

児とその保護者について、幼児の精神・

運動の発達を促し、社会性を育てるた

めの教室を開催し、心理士、保育士、保

健師が適切な助言、指導を行います。 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

 

各 総 合 事 務 所 

地 域 福 祉 課 
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36 親がこどもの行動変容における心理やパターンを理解・分析し、問題行動を適切な対応で減少させる技術を

獲得することを目的としたトレーニング。 

No 取組み 内 容 所管課 

４ 
長崎市障害福祉センター

における発達支援の充実 

 障害福祉センター診療所において、心

身に障害がある児童又はその疑いがある

児童に対し、診察・治療・発達評価・障害

評価を専門的に行い、医師又はセラピス

トによる療育とリハビリテーションを適

切に実施します。 

また、保育所、幼稚園等における巡回相

談を行い、障害児の早期発見に努めると

ともに、専門職員が保育士や保護者等か

らの相談を受け、適切な指導方法につい

て助言します。 

 さらに、学童を対象としたグループ訓

練や、家族支援のためのペアレント・トレ

ーニング36を実施するなど療育の充実を

図ります。 

障 害 福 祉 課 

５ 子育て支援の充実 

 発達障害のあるこどもや発達が気にな

るこどもを育てる保護者が気軽に集い、

相互に交流や相談等ができる「発達支援

に特化した子育て支援センター」におい

て、こどもの発達や子育てに関する保護

者の負担軽減を図ります。 

こども政策課 

６ こどもの相談 

妊産婦、こども、子育て家庭のあらゆる

相談に対応するこども・子育てイーカオ

相談をはじめ、妊産婦や乳幼児健康診査、

各種教室、保健師などによる家庭訪問等

においても相談に対応しており、子育て

情報の提供や子育て家庭の状況を把握し

ながら必要な支援へとつなげています。 

子 育 て 

サ ポ ー ト 課 

https://www.city.nagasaki.nagasaki.dbsr.jp/index.php/9275510?Template=doc-page#HitAnchor2
https://www.city.nagasaki.nagasaki.dbsr.jp/index.php/9275510?Template=doc-page#HitAnchor2
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基本方針７ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

（1）意思決定支援の推進 

 

現状、課題等  

障害者本人の意思及び自己決定を尊重する観点から、障害の特性に応じた意思

疎通支援を行うことは重要です。 

障害者の言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段を選択する機会の

提供や障害の特性に応じた意思疎通支援を行うとともに、成年後見制度の適切な

利用を促進するための取組みを進める必要があります。 

障害者へのアンケート調査では、障害者の成年後見制度の認知度は 37.9%にとど

まっています。 

 

施策の方向性 

○自ら意思を決定することが困難な障害者が、障害福祉サービスを適切に利用する

ことができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、「障害福祉サービス等

の提供に係る意思決定ガイドライン」や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガ

イドライン」の普及を図ること等により、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な

支援等を行います。 

○知的障害又は精神障害により判断能力が十分でない方による成年後見制度の適

切な利用の促進に向けた取組みを進めます。 

○障害の特性に応じた意思疎通のための手段を選択する機会を提供します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
手話への理解及び

手話の普及【再掲】 

手話が言語であるとの認識に基づき、手話

への理解及び手話の普及を図り、手話を使用

しやすい環境を整備することで、円滑なコミ

ュニケーションを図ることができるよう支援

します。 

障 害 福 祉 課 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
成年後見制度の利

用支援【再掲】 

身寄りがなく、判断能力が十分でない知的

障害者、精神障害者について市長が家庭裁判

所に対し、後見人等の選任を求めて申し立て

を行います。 

費用負担が困難な場合には、市が経費の一

部又は全部を負担し、障害者の権利擁護を図

ります。 

また、成年後見制度における後見等の業務

を適正に行うことができる法人を確保できる

体制を整備するとともに、市民後見人の活用

も含めた法人後見の活動を支援します。 

あわせて、相談窓口の明確化と専門的な相

談支援、後見人等の担い手育成や活動支援を

一体的に行う中核機関の設置を行い、「成年後

見制度利用促進法」に基づき、成年後見制度の

利用促進に向けた体制を整備します。 

障 害 福 祉 課 

 

高齢者すこやか 

支 援 課 

 

各総合事務所 

地 域 福 祉 課 
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（2）相談支援体制の構築 

 

現状、課題等 

平成 25年４月に施行された「障害者総合支援法」に基づき、障害者が自ら選択し

た場所で、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活及び社会

生活を送るためには、市が委託した「障害者相談支援事業所」の活動など地域にお

ける相談支援体制の充実が欠かせません。 

障害者へのアンケート調査では、充実すべき障害福祉施策として、障害者の 33.2%

が「気軽に何でも相談できるような相談業務・窓口体制の充実」を挙げています。

市町村の地域生活支援事業として運営する障害者相談支援事業所は、障害者やその

家族等からの相談に応じ、関係機関と連携を図りながら、必要な情報の提供、権利

擁護のための必要な援助等、また、障害福祉サービスの利用支援も行っています。 

近年、相談支援については、相談内容が多様化してきており、障害者相談支援事

業所の確保と連携、支援者のスキルの向上が求められています。 

今後さらに、令和４年度に設置した「基幹相談支援センター」を通じて、障害者

の相談支援に関わる事業所への助言や人材育成の支援を行い、さらなる相談支援体

制の強化を図ります。 

 

施策の方向性 

○障害者が自らの決定に基づき、できるだけ身近な地域で、様々な困り事などを相

談し、また、心身の状況や支援の必要性に応じて障害福祉サービスを円滑に利用

することができるよう、相談支援体制の充実・強化を図るとともに、制度の周知

に努めます。 

○障害者の個々の心身の状況、サービスの利用意向、家族の状況等を踏まえたサー

ビス等利用計画37案の作成を促進するとともに、当事者の支援の必要性に応じた

適切なサービスの支給に努めます。 

○公平・中立な相談支援の提供体制を整備するため、障害者自立支援協議会38の運

営を活性化し、地域の連携とネットワークの強化を図ります。 

○地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを通じて、さ

らなる相談支援体制の強化を図ります。 

 

  

                             
37 障害者の自立した生活を支え、障害者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメン

トにより支援していくための計画。 
38 障害者総合支援法第 89条の３の規定に基づく協議会。関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域にお

ける障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の

連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。 
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具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
地域における相談支援体

制の充実 

 障害者ができるだけ身近な地域で、

様々な困りごとなどを相談し、必要に応

じて障害福祉サービスを円滑に利用で

きるよう支援します。 

また、令和４年度に設置した「基幹相

談支援センター」を通じて、障害者の相

談支援に関わる事業所への助言や人材

育成の支援を行い、基幹相談支援センタ

ーを中心に、総合的な相談支援、地域の

相談支援体制の強化及び関係機関等の

緊密化を通じ、さらなる相談支援体制の

強化を図ります。 

さらに、市が委託した市内５箇所の

「障害者相談支援事業所」の相談件数が

年々増加していることから、委託相談支

援事業所の現状や課題等を把握し、事業

所数や体制の見直しを進めます。 

障 害 福 祉 課 

２ 
計画相談支援の提供体制

の充実 

 全ての障害者が、必要とするサービス

を適切かつ計画的に利用することがで

きるよう、サービス等利用計画を作成す

る相談支援専門員及び指定特定相談支

援事業所39の増加を図るなど、計画相談

支援40の提供体制の充実に努めます。 

障 害 福 祉 課 

３ 
地域の連携とネットワー

クの強化 

地域における相談支援の中立・公平性

を確保し、サービスの利用に係る困難事

例への対応などについての協議・調整等

を円滑に行うため、障害者自立支援協議

会の運営を活性化し、地域の関係機関に

よる連携とネットワーク強化を図りま

す。 

障 害 福 祉 課 

 

  

                             
39 基本相談支援（障害者・障害児等からの相談）及び計画相談支援（個別給付）を行う事業所。 
40 サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいう。 
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（3）地域移行支援、在宅サービス等の充実 

 

現状、課題等 

障害者等の自立支援の観点から、福祉施設への入所又は病院への入院から地域生

活への移行に向けた支援を行うことは重要です。 

また、障害のある人が地域で安心して暮らしていくためには、在宅で必要な支援

を受けられることが前提となるため、利用者の実態に応じたサービスを提供する必

要があります。 

障害者へのアンケート調査では、将来の暮らしについて「家族と暮らしたい」

(53.5%)が最多、次いで「一人で暮らしたい」(21.9%)との回答でした。精神障害者

は、33.8%が「一人で暮らしたい」と回答しています。また、障害者が地域で暮らす

ための支援としては、「経済的負担の軽減」(61.9%)が最多で、「必要な在宅サービ

スが適切に利用できること」(46.6%)、「相談対応などの充実」(32.8%)を挙げる意

見も多くありました。 

地域生活への移行支援のため、地域移行支援や地域定着支援などの障害福祉サー

ビス等の提供基盤の充実を図るとともに、障害者やその家族のニーズに沿ったサー

ビスの提供を図ることが必要となります。 

 

施策の方向性 

○障害者の地域移行が進むことで、地域生活を支える訪問系サービス（居宅介護、

重度訪問介護等）又は移動支援などにおいて、利用の増加が見込まれることから、

障害者のニーズに対応できるようサービス等の提供体制の充実を図ります。 

○障害者が豊かな地域生活を送るため、できるだけ身近な場所で、生活介護や就労

継続支援をはじめとした日中活動系サービスを利用できるよう、サービス提供基

盤の充実を図るとともに、日常生活の支援に努めます。 

○障害者の住まいの場を確保し、地域生活への移行を推進するとともに、障害者や 

その家族のニーズに沿ったサービスを提供します。 

○障害者の社会参加の促進を図るため、交通機関の利用や障害者団体等の活動を支

援します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 在宅サービスの充実 

 居宅介護や重度訪問介護等の訪問

系サービスを実施し、在宅障害者の地

域生活を支援します。 

 行動援護、同行援護、移動支援など

障害者の移動に関するサービスにつ

いては、社会参加の機会の確保の観点

から、一層の充実に努めます。 

障 害 福 祉 課 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
日中活動系サービスの充

実 

 障害者ができるだけ身近な地域で

自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう生活介護事業所

や就労移行・就労継続支援事業所など

の日中活動の場を確保し、サービスの

充実を図ります。 

障 害 福 祉 課 

３ 
施設入所者等の地域移行

の推進 

グループホームの整備等を通じ、施

設入所者等の地域生活への移行を推

進します。 

障 害 福 祉 課 

４ 交通費の助成 

 心身障害者の自立更生を助長し、社

会活動への参加を促進するため、タク

シー等の利用券や、バス・電車で利用

できる IC カードにより、交通費を助

成します。また、在宅の重度心身障害

者の外出を支援するため、福祉タクシ

ー利用券を交付します。 

障 害 福 祉 課 

５ 障害者団体等への支援 

団体活動に対する助成を行うなど

障害者のニーズを踏まえた各団体の

自発的な取組みを支援します。 

また、福祉懇談会で各団体から出さ

れる要望について、市の施策として実

現が図られるよう努めます。 

障 害 福 祉 課 

６ 
ごみの戸別収集及び安否

確認の実施 

本人の心身の状態や居住環境によ

り、常時ごみ出しが困難な身体障害者

等に対し、ごみの戸別収集を実施し、

地域生活を支援します。 

あわせて、安否確認の声かけを行い

ます。 

障 害 福 祉 課 

 

高齢者すこやか支援課 

 

廃 棄 物 対 策 課 

 

各 総 合 事 務 所 

地 域 福 祉 課 

７ 
地域生活支援拠点等の整

備 

障害者の重度化、高齢化や「親亡き

後」の生活を見据えた地域生活を支援

する拠点の整備ができていないため、

障害者自立支援協議会や基幹相談支

援センター等と協議を進め、緊急時の

受け入れ体制や地域の体制づくりな

どの機能を検討し、地域生活支援拠点

の体制を構築します。 

障 害 福 祉 課 
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（4）障害のあるこどもに対する支援の充実 

 

現状、課題等 

障害児の成長や発達段階に応じ、それぞれの特性にあった適切な支援を行うこと

は重要であり、療育、保育、教育、福祉、医療等の関係機関と連携しながら、障害

のあるこどもに対する切れ目ない支援と周囲の環境づくりが求められています。ま

た、令和３年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が施

行されており、医療的ケア児に対する取組みの必要性が高まっています。 

本市では、重度障害児や医療的ケア児を受け入れることができる事業所が少ない

現状や、障害福祉センター診療所においては、初診申し込みから受診までの診療待

機期間が長いことなどが課題として挙げられます。 

また、令和４年６月に成立した改正児童福祉法が施行（令和６年４月）されるこ

とに伴い、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うこ

とが法律上明確化され、今後より一層、地域全体の障害児支援の強化を図る必要が

あります。 

 

施策の方向性 

○障害の特性とライフステージに応じた支援を適切に行うため、障害福祉サービス、

障害児通所支援41の提供を含め、地域における療育支援体制の充実に努めます。 

〇障害児の療育に携わる施設（保育所、幼稚園、学校、医療機関等）の職員等に対

する専門的な療育技術指導の強化に努めます。 

○障害児の健全な育成や社会への適応力向上に資するため、障害児の保育所等での

受け入れを支援し、障害児保育の充実を図ります。 

  

                             
41 児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいう。 
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具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
在宅サービス及び障

害児通所支援の提供 

 在宅で生活する障害児について、居宅介

護や短期入所等の障害福祉サービス又は児

童発達支援等の障害児通所支援事業を実施

し、在宅支援の充実に努めます。 

 また、療育機会の確保を図るため、児童発

達支援センター42（さくらんぼ園）と診療所

を有する「障害福祉センター」を中心に、地

域の療育支援体制を強化します。 

 さらに、児童発達支援センターの機能強

化を図り、地域全体で障害児に提供する支

援の質を高め、障害児の支援体制の強化を

図ります。 

障 害 福 祉 課 

２ 

障害児保育の充実（医

療的ケア児の保育所

の受け入れ支援の充

実） 

保育所・認定こども園において、保育を必

要とする、精神・身体に障害又は発達遅滞の

ある乳幼児を受け入れ、健常児とともに保

育を行い、心身の発達を促します。 

 また、障害のある乳幼児等を受け入れて

いる保育所・認定こども園に対する助成を

行い、受入れ施設の拡充を図ります。 

 さらに、多くの保育所・認定こども園で障

害児等の受け入れが可能となるよう長崎市

保育会、長崎市私立幼稚園・認定こども園協

会が実施する研修会の支援を行い、職員の

資質向上と保育内容の充実を図ります。 

 保育を必要とする医療的ケア児につい

て、保育所・認定こども園における専任看護

師の雇用に対する助成を行うなど、受け入

れ支援の充実を図ります。 

幼 児 課 

３ 
地域における療育支

援の充実 

保育所・幼稚園・小中学校、障害児通所支

援事業所又は医療機関の職員を対象に、障

害福祉センターの専門職員による療育技術

指導や講習会を実施し、地域における療育

支援体制の充実を図ります。 

障 害 福 祉 課 

 

 

                             
42 障害児を日々保護者の下から通わせ、日常生活における基本的動作及び知識技能の習得並びに集団生活への

適応のための支援等を行うとともに、障害児支援の拠点として地域支援を実施する施設。 
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No 取組み 内 容 所管課 

４ 

放課後児童クラブに

おける障害児受入の

促進 

障害児を受け入れている放課後児童クラ

ブに対し、補助金を加算して助成すること

により、障害児受入を促進します。 

こどもみらい課 

５ 
医療的ケア児支援の

充実【再掲】 

医療的ケア児が、身近な地域でその心身

の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の

支援を受けられるよう、これらの支援を行

う機関との連絡調整を行うための体制を整

備するため、保健、医療、障害福祉、保育、

教育等の関係機関等が連携を図るための協

議の場を設置し、医療的ケア児支援の充実

を図ります。 

また、医療的ケア児の多くは、医療的ケ 

アと常時の見守りを必要としており、保護

者の介護負担が大きいため、介護負担軽減

を図るための取組みを行うなど、支援の充

実に努めます。 

障 害 福 祉 課 
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（5）障害福祉サービスの質の向上等 

 

現状、課題等 

障害者の生活を支援する障害福祉サービス等の充実を図ることは重要であり、サ

ービスの質についても一層の向上が求められるところです。 

障害福祉サービス又は相談支援が円滑に実施されるよう、これらのサービスを提

供する事業所に対し、必要な指導・助言を行うことなどにより、サービスの質を確

保するための取組みを推進します。 

また、障害者が事業者と対等な関係で意見や苦情を伝えられ、それがサービスの

質の向上に反映される環境づくりを促進し、各施設における苦情相談窓口と苦情解

決体制の充実を図る必要があります。 

障害者一人ひとりの多様なニーズに対応し、障害者が豊かな地域生活を実現させ

るためには、利用者が自らの選択により、適切にサービスを利用できるようサービ

ス提供体制の充実を図るとともに、本市の障害福祉計画等に基づき、障害福祉サー

ビス等のわかりやすい情報提供に取り組みます。 

 

施策の方向性 

○障害福祉サービスの質の向上を図り、適正な利用者処遇を確保するため、障害福

祉サービスを提供する事業者等の指定及び指導を適正に行います。 

○利用者のニーズに応じたサービス提供体制の確保に努めます。 

〇事業所職員等の専門性を高めるため、自立支援協議会や基幹相談支援センター等

を活用した研修の充実に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

障害福祉サービス事業者

及び障害児通所支援事業

者の指定・指導の適正な実

施 

 障害者総合支援法及び児童福祉法の規

定等に基づき、障害福祉サービス事業者及

び障害児通所支援事業者等の指定を適正

に行うとともに、障害福祉サービスの質の

確保及び自立支援給付43の適正化を図るた

め、随時又は定期的に障害福祉サービス事

業者及び障害児通所支援事業者等に対し、

各種法令や通知等について周知し、適切な

サービスの提供を行うよう指導します。 

障害福祉課 

 

福祉総務課 

 

 

 

                             
43 障害者総合支援法に基づいた社会保障サービス。介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具等で構成さ

れる。 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ サービス提供体制の確保 

 利用者のニーズを的確に捉え、障害福祉

サービス、相談支援及び地域生活支援事業

を提供するための体制の確保に努めます。 

障害福祉課 

３ 
障害福祉サービス等の質

の確保 

障害者自立支援協議会の専門部会や、令

和４年度に設置した基幹相談支援センタ

ーを活用して、研修会や事例検討会等を開

催するなど、相談支援や障害福祉サービス

の質の向上を図ります。 

また、障害児支援の中核的役割を担う

児童発達支援センターにおいて、障害児

通所支援事業所や保育所等への助言・指

導、幅広い高度な専門性に基づく発達支

援や家族支援などを行うことにより、障

害児サービスの質の確保を図ります。 

障害福祉課 
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（6）福祉用具の利用支援など 

 

現状、課題等 

身体障害者等の日常生活の利便性の向上を図るため、福祉用具の利用支援や情報

提供などによる普及促進に努める必要があります。 

また、障害者の中には、身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）を使用す

ることにより、社会参加が見込まれる方もいます。 

本市は、身体障害者補助犬の相談窓口にもなっていることから、身体障害者補助

犬の広報・啓発に取り組みます。 

 

施策の方向性 

○補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部に対する公費の支給、日常生

活用具の給付を行うとともに、福祉用具に関する情報提供に努めます。 

○補助犬の利用に対する理解を深めるため、広報、啓発に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
補装具・日常生活用具の給

付 

 身体障害者手帳を所持する方の身体上

の障害を補うための用具の購入・修理費の

一部を支給します。 

また、障害者（児）の日常生活の利便の

ために、障害の等級等に応じて、日常生活

用具の給付を行います。 

障害福祉課 

２ 
身体障害者補助犬の周知・

啓発 

 補助犬は目や耳、手足に障害がある方が

自立と社会参加をするためには、欠かすこ

とができないため、市民に向けた周知・啓

発を図ります。 

障害福祉課 
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（7）障害福祉を支える人材の育成・確保 

 

現状、課題等 

少子高齢化の進展により、福祉サービスに対する需要の増大・多様化が見込まれ、

また、利用者のニーズに沿った質の高い福祉サービスの提供が求められることから、

サービス提供の根幹である福祉人材の育成・確保に努める必要があります。 

障害福祉サービス事業所へのアンケート調査でも、事業を運営するうえでの課題

について、「スタッフの人材確保」(74.5%)、次いで「スタッフの人材育成」(50.0%)

が挙げられています。 

障害福祉サービス事業所等の職員が安心して働きつづけられるよう、実地指導や

集団指導を通じて、事業者等に対して職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取

組みを促していく必要があります。 

また、障害者のコミュニケーションや社会参加を支援するため、手話通訳者や要

約筆記者、盲ろう者通訳・介助員の養成を行うとともに、市民及び市民活動団体等

と連携し、ボランティア活動への支援を推進していきます。 

 

施策の方向性 

○実地指導や集団指導を通じて、事業者等に対して職員の処遇改善や職場環境の改

善に向けた取組みを促していきます。 

○手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員の養成などを通して、社会参加

等を支援する人材を育成します。 

○ボランティア活動への支援や地域で障害児・者の支援に携わる人材の育成・確保

に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

障害福祉サービス事業者

及び障害児通所支援事業

者の指定・指導の適正な実

施【再掲】 

 障害者総合支援法及び児童福祉法の規

定等に基づき、障害福祉サービス事業者及

び障害児通所支援事業者等の指定を適正

に行うとともに、障害福祉サービスの質の

確保及び自立支援給付の適正化を図るた

め、随時又は定期に障害福祉サービス事業

者及び障害児通所支援事業者等に対し、各

種法令や通知等について周知し、適切なサ

ービスの提供を行うよう指導します。 

障害福祉課 

 

福祉総務課 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 
障害福祉サービス等の質

の確保【再掲】 

障害者自立支援協議会の専門部会や、令

和４年度に設置した基幹相談支援センタ

ーを活用して、研修会や事例検討会等を開

催するなど、相談支援や障害福祉サービス

の質の向上を図ります。 

また、障害児支援の中核的役割を担う児

童発達支援センターにおいて、障害児通所

支援事業所や保育所等への助言・指導、ま

た、幅広い高度な専門性に基づく発達支援

や家族支援などを行うことより障害児サ

ービスの質の確保を図ります。 

障害福祉課 

３ 
ＮＰＯ・ボランティア団体

の活動への支援 

「長崎市市民活動センター（ランタナ）」

において、施設や設備の提供、市民活動団

体や活動に係る情報の受発信、相談業務等

を通してボランティア活動の支援を行い

ます。 

 また、市民活動センターの指定管理者の

ノウハウを活かし、時代ニーズに合った事

業等を実施することにより、ソフト面を一

層充実させるとともに、市民活動の支援充

実と市民活動活性化を推進するための取

組みを行います。 

市 民 協 働 

推 進 室 

４ 
障害者（児）の支援に携わ

る人材の育成・確保 

 障害福祉センターにおいて、保育所、幼

稚園、小・中学校の職員等に対する療育技

術指導に加え、障害児通所支援事業所や医

療機関等のスタッフを対象とした講習会

を実施するなど、地域で障害者（児）の支

援に携わる人材の育成・確保に努めます。 

障害福祉課 

５ 

 
福祉人材の有効活用 

共生型サービスは、高齢者と障害児・者

が同一の事業所でサービスを受けやすく

するために創設されたサービスで、障害福

祉、介護保険それぞれの事業所がお互いの

指定を受けやすくなります。 

また、福祉に携わる人材に限りがある中

で、社会資源に乏しい、中山間地域などに

おいても、人材を有効活用し、地域の実情

に合わせた、サービス提供を行います。 

障害福祉課 

 

福祉総務課 
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No 取組み 内 容 所管課 

６ 福祉人材の確保 

福祉分野に就職を希望する学生等と障

害福祉サービス事業所等のマッチング支

援を行うフェスタを開催するなど、福祉人

材の確保を図るための取組みを行います。 

障害福祉課 

７ 

手話通訳者・要約筆記者、

盲ろう者向け通訳・介助員

の養成【再掲】 

 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有

し、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現

技術及び基本技術を習得した手話通訳者

並びに要約筆記に必要な要約技術及び基

本技術を習得した要約筆記者を養成しま

す。 

また、盲ろう者のコミュニケーションの

支援や外出時の移動等を介助する盲ろう

者向け通訳・介助員を養成します。 

障害福祉課 
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基本方針８ 教育の振興 

（1）インクルーシブ教育システム44の推進 

 

現状、課題等  

全てのこどもは等しく教育を受ける権利を有しており、誰もが一人の人間とし

て人権を尊重され、地域や学校で共に学び、支え合う教育が求められます。 

そのため、全ての学校で、福祉、保健、医療など各分野の関係機関と連携を図り

ながら、障害のある児童生徒一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかな教育的支

援を行う必要があります。 

本市の小中学校に在籍する障害のある児童・生徒数は、近年、増加しており、発

達障害等をはじめ、学校において多様な障害特性を有する児童・生徒への対応が一

層重要となってきています。 

障害の有無にかかわらず、全ての児童生徒が共に教育を受けられるよう配慮す

るインクルージョンの考え方に立ち、障害のある児童生徒や保護者に対し十分な

情報提供を行い、適切な教育的支援につなげるための相談機能の充実を図るとと

もに、通常の学級では能力を十分に伸ばすことが困難な児童生徒のためには、特別

支援教育を充実させる必要があります。 

また、医療的ケア（口腔内の喀痰吸引、胃ろうによる経管栄養等）が必要な児童

生徒が安心して教育を受け、学校生活を送るために、看護師資格を有する特別支援

教育支援員の配置を行うなど、障害のある児童生徒一人ひとりのニーズに応じた

支援や指導ができるようにする必要があります。 

 長崎市教育委員会では、児童生徒の様子を観察し、医療機関からも情報を得て、

校内の人的環境の整備を行い、支援体制を考慮しながら、ふさわしい教育の場を決

定していきます。 

 

施策の方向性 

○障害のある児童生徒が、合理的配慮を含む必要な支援を受けながら、その能力や

可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、

福祉等との連携のもと、乳幼児期を含めた早期からの教育相談・就学相談の実施

を推進し、教育の充実を図ります。 

○障害のある児童生徒一人ひとりの障害や特性に応じた教育を提供できる体制づ

くりに努めます。 

○特別支援教育に携わる教職員の専門性の向上を図り、特別支援教育のさらなる充

実に努めます。 

 

                             
44 障害者権利条約第 24条において、「インクルーシブ教育システム」（inclusive education system）とは、

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社

会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みとされ

ている。 
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具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 就学・教育相談の充実 

 発達障害を含む障害のある児童生徒一人

ひとりに応じた教育を提供するために、就

学・教育相談を実施しています。 

 保護者や各幼稚園、保育所（園）の教諭、

保育士などを対象に説明会を行い、さらに、

小学校入学前に実施される就学時健康診断

においても就学相談の案内をしていきま

す。 

 今後もより望ましい就学や適切な教育的

支援ができるよう情報提供に努め、本人及

び保護者に対し適切に相談を進めていきま

す。 

教育研究所 

２ 合理的配慮の提供 

 学校において、障害のある児童生徒が十

分に教育を受けられるために、一人ひとり

の障害の状態や教育的ニーズ等に応じて、

学校・本人・保護者とともに可能な限り合意

形成を図り、教育環境の整備を行います。 

合理的配慮については、「個別の教育支援

計画」に明記するとともに、発達や適応の状

況等により柔軟に見直しを図り、また、情報

の引継ぎを行っていきます。 

教育研究所 

３ 多様な学びの場の整備 

 通常の学級における指導だけではその能

力を十分に伸ばすことが困難な児童生徒に

ついては、一人ひとりの障害の種類・程度等

に応じ、小中学校の特別支援学級、あるいは

通級指導教室において適切な教育を行って

いきます。 

 特別支援学級・通級指導教室の設置や特

別支援教育支援員45の配置等の充実を図り

ます。 

 また、外部の専門家を小・中学校に派遣

し、学校に対する指導・助言や本人、保護者

を支援する巡回相談を行っており、校内支

援体制の充実を図ります。 

教育研究所 

                             
45 小中学校において校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、担任教師と連携のうえ、障害のある児童生

徒に対し、食事、排せつ、教室の移動補助等学校における日常生活動作の介助を行ったり、発達障害の児童生

徒に対し、学習活動上のサポートを行ったりする者。 
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No 取組み 内 容 所管課 

４ 
医療的ケア児に対する特

別支援教育支援員の配置 

小・中学校において、医療的ケアを必要

とする児童生徒が通学する場合において

も、教育活動における安全の確保が保証さ

れるよう対応していきます。 

そのために、医療機関との情報交換を行

い、看護師資格を有する特別支援教育支援

員の配置等の充実を図ります。 

教育研究所 

５ 
教職員の専門性の向上と

理解啓発の推進 

すべての教職員が、障害のある児童生徒

一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導

や支援ができるよう研修会を実施してい

きます。 

 今後も小・中学校の管理職、特別支援学

級や通常の学級の担任、通級指導教室の担

当、特別支援コーディネーター、特別支援

教育支援員を対象とした研修会の充実を

図ります。 

教育研究所 

６ 
交流及び共同学習による

相互理解の推進 

小中学校において、交流及び共同学習を

児童生徒の実態に応じて、時間割に位置付

けて実施していきます。 

 障害のある児童生徒と障害のない児童

生徒が、お互いを理解・尊重しあいながら、

地域や学校で共に支え合って生活しよう

とする豊かな人間性を育むために、校内だ

けでなく、地域や特別支援学校との交流及

び共同学習を積極的に推進します。 

教育研究所 
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（2）教育環境の整備 

 

現状、課題等  

学校施設の整備については、障害の有無にかかわらず、全ての児童生徒が、共に

支障なく学校生活を送ることができるよう、障害の種類や程度に応じたきめ細か

な配慮を行うことが求められています。 

学校施設は災害時に避難所として活用されることもあり、児童生徒、教職員、保

護者、地域住民等の多様な人々の利用もあることから、より一層バリアフリー化を

推進していく必要があります。 

 

施策の方向性 

○障害の有無にかかわらず、全ての児童生徒が、共に身近な地域で学校生活を送る

ことができるよう、学校施設のバリアフリー化を推進します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 学校施設の整備 

 新年度開始前に、現場で教育研究所、本

人及び保護者立会いのもとで整備内容を

検討し、必要な改修を行うとともに、当該

児童生徒の進級に伴う改修箇所の追加に

ついても、学校からの相談に基づき対応し

ます。 

 校舎等の新増改築時には、当初から段差

解消や手すり、エレベーターの設置を建設

計画に盛り込むなど、障害児に配慮した教

育環境づくりに努めます。 

学校施設課 
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（3）生涯を通じた多様な学習活動の充実 

 

現状、課題等  

障害のあるこどもが、学齢期に充実した特別支援教育を受けるのみならず、就学

前や卒業後も含めたその生涯を通じて、自らの可能性を追求できる環境を整え、地

域の一員として豊かな人生を送ることができるようにすることが重要です。 

また、広く生涯学習、学校教育、社会教育、スポーツ、文化、福祉、保健、医療、

労働等の各分野の関係機関が連携し、障害者の生涯を通じた多様な学習活動の支援

を進めていく必要があります。 

令和元年６月に「読書バリアフリー法（視覚障害者等の読書環境の整備の推進に

関する法律）」が施行されており、障害者の読書環境の充実が求められています。 

 

施策の方向性 

○障害のある児童生徒が居住する身近な地域において適切な教育を受けることが

できるよう努めます。 

○障害者の学習活動への参加を支援し、障害者のニーズに応じた学習環境の整備、

学習機会の充実に努めます。また、障害に対する理解を深めるための学習の場を

提供します。 

○障害者の読書環境の整備を促進します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
学習に取り組める場と機

会の充実 

 障害の有無にかかわらず、誰もが積極的

に交流し学ぶことができるよう、必要に応

じて関係機関や民間団体と連携を図り、多

様な学習機会の提供の充実に努めます。 

生 涯 学 習 

企 画 課 

 

生 涯 学 習 

施 設 課 

２ 
読書に障害のある人への

支援 

市立図書館は、国の読書バリアフリー基

本計画を踏まえ、アクセシブルな書籍（点

字図書、拡大図書等）・電子書籍等（音声

読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、

オーディオブック、テキストデータ等）の

量的拡充・質の向上に取り組むなど、障害

に応じた図書を収集します。また、関係課

や関係機関と連携し、郵送貸出し等のサー

ビスの周知に努めるなど、障害のある人へ

のサービスや理解を深める資料や企画の

充実を図ります。 

生 涯 学 習 

施 設 課 
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（4）障害に対する地域理解と支え合いの促進 

 

現状、課題等  

  障害者が地域で生活していくためには、市民一人ひとりが、障害特性及び障害の

ある人に対する理解を深めていくことが重要です。 

障害者へのアンケート調査においては、地域で暮らすために必要な支援として、

障害者の 18.9%（知的障害者の 28.9%、精神障害者の 30.8%）が、「地域住民などの

理解」を挙げています。 

障害のある人が地域で安心して生活し続けられるよう、市民及び市民活動団体と

連携し、ボランティア団体等の活動を支援するとともに、住民同士で支え合い、協

働する地域づくりを推進する必要があります。 

また、障害がある人も地域住民の一人としてまちづくりに参画する機会をつくる

ことが必要です。 

 

施策の方向性 

○障害者の社会参加の促進を図るため、障害者団体やＮＰＯ・ボランティア団体等

の活動を支援します。 

○障害のある人もない人も、ともに生活できる社会づくりを目指すために、地域で

支え合う仕組みの構築に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
ＮＰＯ・ボランティア団体

の活動への支援【再掲】 

「長崎市市民活動センター（ランタ

ナ）」において、施設や設備の提供、市

民活動団体や活動に係る情報の受発信、

相談業務等を通してボランティア活動

の支援を行います。 

 また、市民活動センターの指定管理者

のノウハウを活かし、時代ニーズに合っ

た事業等を実施することにより、ソフト

面を一層充実させるとともに、市民活動

の支援充実と市民活動活性化を推進す

るための取組みを行います。 

市 民 協 働 

推 進 室 

２ 
障害者団体等への支援 

【再掲】 

団体活動や研修活動に対する助成を

行うなど障害者のニーズを踏まえた各

団体の自発的な取組みを支援します。 

障 害 福 祉 課 
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No 取組み 内 容 所管課 

３ 
地域コミュニティ連絡協

議会の設立支援 

自治会をはじめ障害者団体など地域

の様々な団体が連携し、地域課題の解決

に向けた取組み（地域におけるまちづく

り）を行う地域コミュニティ連絡協議会

の設立支援を行うことにより、すべての

住民が暮らしやすいまちづくりを推進

します。 

地 域 コ ミ ュ 

ニ テ ィ 推 進 室 

 

中央総合事務所 

総 務 課 

 

各 総 合 事 務 所 

地 域 福 祉 課 

（ 中 央 除 く ） 

 

各地域センター 
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基本方針９ 雇用・就業、経済的自立の支援 

（1）総合的な就労支援 

 

現状、課題等 

障害者が希望や能力、適性を十分に活かして、社会参加及び自立した生活を営む

ことができるよう就労支援を行うことは重要です。 

障害者へのアンケート調査では、必要な障害者就労支援として、障害者の 40.7%

が「職場の障害に対する理解」を、21.3%が「職場で介助や仕事がしやすくなる工夫

や援助が受けられること」を挙げており、職場において障害への理解を促し、配慮

を行うなど、働きやすい就労環境等の整備も必要です。 

こうした課題を踏まえ、多様な就業機会の確保など障害者がその適性に応じて能

力を十分に発揮することができるよう、総合的な就労支援を実施します。 

 

施策の方向性 

○障害者雇用における求人、求職の情報や各支援制度に関する相談業務について、

公共職業安定所、障害者職業センターなど関係機関との連携を図りながら、充実

に努めます。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
長崎市障害者就労支援相

談所の運営 

 長崎市障害者就労支援相談所に就労関

係の知識・経験のある職員を配置し、就労

を希望する障害者に対して就労相談支援、

雇用準備、情報提供などの支援を行うとと

もに、ハローワーク、障害者職業センター
46など関係機関と連携を図りながら、障害

者の一般就労に向けた支援を行い、雇用の

創出に努めます。 

障害福祉課 

２ 
障害者相談支援事業所と

の連携強化 

障害者に身近な相談機関である障害者

相談支援事業所において、障害者就労支援

相談所など関係機関と連携を図り、就労を

含む相談支援の充実に努めます。 

障害福祉課 

 

                             
46 障害者雇用促進法に基づき全国の都道府県に設置され、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構によ

り運営されている。公共職業安定所等の関係機関との密接な連携のもと、障害者や事業主に対する専門的な職

業リハビリテーションサービスを提供している。 

障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備支援、職場適応援助者による支援などの各種職業リハビリ

テーションを実施するとともに、事業主に対しては、ニーズや雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する

専門的な助言その他の支援を行う。 
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No 取組み 内 容 所管課 

３ 就労系サービスの充実 

障害者が自立した生活を営むことがで

きるよう、就労移行に必要な訓練及び指

導、就労後の定着支援等を行う就労移行支

援や就労定着支援などの就労系サービス

の提供体制の整備を図り、サービスの充実

に努めます。 

障害福祉課 

４ 障害者雇用の促進 

障害者の一般就労を促進するには、企業

の理解や協力が不可欠であるため、関係機

関と連携しながら障害者と企業のマッチ

ング支援を行うフェスタを開催するなど、

障害者雇用の拡大に努めます。 

障害福祉課 
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（2）経済的自立の支援 

 

現状、課題等 

障害者が地域で質の高い自立した生活を営むことができるよう、雇用・就業の促

進に関する施策と福祉施策との適切な組み合わせの下、公的年金や各種手当の支給、

各種の税制上の優遇措置、低所得者に対する障害福祉サービスにおける利用者負担

の無料化などの各種支援制度を運用しながら、障害者の経済的支援を実施すること

が必要です。 

障害者へのアンケート調査でも、地域で暮らすために必要な支援として、障害者

の 61.9%が「経済的負担の軽減」を挙げています。 

本市では、障害者の経済的自立を図るため、障害者に対する各種支援制度につい

ては、機会を捉え、適切な方法により、その内容の周知を図る必要があります。 

 

施策の方向性 

○国の基準により実施されるものが多い障害者等の所得保障に関連する施策につ

いて、各制度の周知に努め、適切な利用の促進を図ります。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 公的年金制度の周知 

市の年金担当窓口で請求の受付を行

っている障害基礎年金（国民年金）と、

年金事務所で手続きを行う障害厚生年

金、各々の共済組合で手続きを行う障害

共済年金についての理解を促すため、広

報紙等による周知を図ります。 

住 民 情 報 課 

２ 公的手当の給付 

特別障害者手当、障害児福祉手当及び

特別児童扶養手当について、給付条件等

を掲載した「福祉のしおり」や「子育て

ガイドブック」を配布して説明を行うな

ど、市民への周知を図ります。 

障 害 福 祉 課 

 

こ ど も 政 策 課 
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（3）障害者雇用の促進 

 

現状、課題等 

  障害者の就労意欲が高まっている中で、地域で自立して生活できるよう、障害者

雇用施策の一層の充実が求められています。 

国においては、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リ

ハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的とした

「障害者雇用促進法」を段階的に改正し、法定雇用率の引き上げや精神障害者を法

定雇用率の算定基礎に加える措置、雇用の分野での合理的配慮の提供の義務づけな

ど、障害者の雇用の推進を図っています。 

長崎県内の民間企業の障害者雇用率(令和５年６月１日現在)は 2.85%（全都道府

県中３位）で、全体の 62.2%が法定雇用率を達成（同６位）していますが、未達成

の事業所も多く障害者雇用が未だ十分ではありません。障害者雇用を促進するため

には、事業主等に対する障害者の雇用啓発や支援、情報提供など、課題解決に向け

た取組みを行っていく必要があります。 

また、長崎市役所においても、障害者を対象とした職員採用試験の実施や非常勤

職員の募集について、ハローワーク、障害者職業センターなどの関係機関へ周知を

行うとともに、職員採用試験については、障害の特性に応じて点字や拡大文字によ

る試験を実施するなど、障害者雇用の促進を図ることにより、法定雇用率の達成に

努めます。 

 

施策の方向性 

○障害者雇用に対する理解促進を図るとともに、障害者を雇用する事業主等の支援

に努め、障害者の雇用の場を確保します。 

○長崎市が率先して障害者雇用に取り組むことにより、公的機関における障害者雇

用の確保を図ります。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 事業主等に対する啓発 

 障害者雇用に関する施策や事業等につ

いて、関係機関等との連携により有益な情

報を収集し、雇用・労働関連の情報発信媒

体である「労政だより」を通じて事業主や

労働者、市民等に対して啓発・広報を行い

ます。 

産 業 雇 用 

政 策 課 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 障害者就職面接会の開催 

長崎労働局、ハローワーク及び長崎県と

共同で開催する「障害者就職面接会」につ

いて、事業所への参加勧奨や市民への周知

を行うなど、障害者の就労機会の確保に向

けた取組みを行います。 

産 業 雇 用 

政 策 課 

 

障害福祉課 

３ 障害者雇用の促進【再掲】 

障害者の一般就労を促進するには、企業

の理解や協力が不可欠であるため、関係機

関と連携しながら障害者と企業のマッチ

ング支援を行うフェスタを開催するなど、

障害者雇用の拡大に努めます。 

障害福祉課 

４ 障害者雇用の開拓 

 長崎市障害福祉センターに専任職員を

配置し、企業訪問などにより経営者等に対

する雇用啓発を行うとともに、障害者雇用

に関する必要な情報の提供を行うことな

どで障害者雇用の不安解消を図ります。 

また、長崎市障害者就労支援相談所及び

ハローワークなど関係機関と連携し、障害

者雇用の創出を図ります。 

障害福祉課 

５ 
障害者を雇用する事業主

に対する支援 

長崎市企業立地奨励条例において、障害

者を雇用する場合、加算措置を設けること

により、障害者雇用の促進を図ります。 

また、障害者雇用を促進するため、中小

企業融資制度において、障害者を一定割合

以上雇用していることを要件の一つとし

て「長期・固定・低利」で借り入れが行え

る長崎市中小企業いきいき労働環境整備

資金を設けています。 

産 業 雇 用 

政 策 課 

６ 

障害者を雇用する事業主

に対する優遇措置 

（建設工事） 

建設工事の競争入札参加資格審査にお

いて、障害者を雇用する工事業者に対して

の評価を行う際に、発注者である自治体独

自の評価である発注者別評価点に加点措

置を設け、障害者雇用の支援に努めます。 

契約検査課 

７ 

障害者を雇用する事業主

に対する優遇措置 

（物品調達等） 

物品等調達に係る契約において、法定雇

用障害者数以上の障害者を雇用している

市内業者（障害者の法定雇用の対象外であ

る事業者においては、障害者１人以上を雇

用している市内業者）のみによる競争を実

施することで、優先発注を行います。 

契約検査課 
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No 取組み 内 容 所管課 

８ 

障害者を多数雇用する事

業主に対する優遇措置 

（物品調達等） 

「障害者雇用促進法」に規定する特例子

会社47など、市内に居住する障害者を多数

雇用している事業者を「障害者支援施設等

に準ずる者」として認定し、優先発注を行

います。 

障害福祉課 

９ 長崎市職員の障害者雇用 

事務職の採用試験における点字や拡大

文字による試験の実施、障害者を対象とし

た別枠の試験の実施及び非常勤職員の募

集等、「障害者雇用促進法」に基づく障害

者雇用の促進に努めます。 

本市における障害者の雇用については、

今後も教育委員会や上下水道局などの他

の任命権者と連携を図りながら、法定雇用

率の達成に努めます。 

人 事 課 

 

  

                             
47 障害者雇用促進法第 44条の規定に基づく障害者の法定雇用率の特例を適用した子会社。事業主が、障害者の

雇用に特別な配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、その子会社に雇用されている障害者

を、親会社や企業グループ全体で雇用されているものとみなして実雇用率を算定できる。 
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（4）障害の特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 

 

現状、課題等 

障害者が、個性と能力を最大限に発揮し、生活面での自立や生きがいとして、自

ら選択した仕事に専念するためには、障害の特性に応じた雇用・就労への支援が必

要不可欠になります。 

特に福祉的就労48施設は、一般就労が困難な障害者にとって「社会活動の場」、

「社会参加の場」として重要であり、大きな役割を担う場所となっています。 

障害者の就労支援の窓口でもある長崎市障害者就労支援相談所においては、就労

関係の知識・経験のある職員を配置し、雇用準備、就労支援、情報提供などの支援

や、ハローワークや企業との橋渡しも行っており、障害の特性に応じた就労支援に

努めます。  

 

施策の方向性 

○障害の特性に応じた就労支援の充実・強化を図ります。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
長崎市障害者就労支援相

談所の運営【再掲】 

長崎市障害者就労支援相談所に就労関

係の知識・経験のある職員を配置し、就労

を希望する障害者に対して就労相談支援、

雇用準備、情報提供などの支援を行うとと

もに、ハローワーク、障害者職業センター
49など関係機関と連携を図りながら、障害

者の一般就労に向けた支援を行い、雇用の

創出に努めます。 

障害福祉課 

２ 多様な就業機会の確保 

障害者が自分の希望や能力に応じた就

労や就労に向けた訓練の場の選択ができ

るよう、障害者と障害福祉サービス事業

所、一般企業等のマッチング支援を行うフ

ェスタを開催するなど、障害の特性に応じ

た就労支援に努めます。 

障害福祉課 

  

                             
48 一般企業等で働くことが困難な障害者が、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所などの障害福祉サービ

ス事業所や地域活動支援センターなどで労働に従事すること。 
49 障害者雇用促進法に基づき全国の都道府県に設置され、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構によ

り運営されている。公共職業安定所等の関係機関との密接な連携のもと、障害者や事業主に対する専門的な職

業リハビリテーションサービスを提供している。 

障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備支援、職場適応援助者による支援などの各種職業リハビリ

テーションを実施するとともに、事業主に対しては、ニーズや雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する

専門的な助言その他の支援を行う。 
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（5）福祉的就労の底上げ 

 

現状、課題等 

  企業等における一般就労50が困難な障害者の就労と収入増加を図るため、就労継

続支援事業所等における福祉的就労や、在宅で就業する障害者の支援に取り組む必

要があります。 

  本市においては、一般就労に結びつかない障害者への就労支援を行う場として、

就労継続支援事業所は重要な役割を果たしています。 

  本市の就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）における令和４年度平均工賃月額は、

Ａ型 79,376円、Ｂ型 16,234円となっており、ともに全国及び長崎県全体の平均を

下回っている状況です。 

この課題を踏まえ、事業所の経営力強化に向けた支援、就労継続支援事業所等に

おける工賃の向上に向けた取組みを推進します。 

  

施策の方向性 

○「障害者優先調達推進法」に基づき、障害者就労施設等が提供する物品等の優先

調達を推進します。 

○チャレンジド・ショップ「はあと屋」の運営などを通じ、授産製品の販売促進や 

福祉的就労における工賃等の向上を図ります。 

○障害者就労施設等から物品等の調達を行う事業主を支援することにより、障害者

就労施設等からの物品・サービスの調達促進を図ります。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
障害者就労施設等からの

物品等の調達の推進 

 毎年度、障害者就労施設等からの物品等

の調達の推進を図るための方針を作成・公

表し、障害者就労施設等が提供する物品・

サービスの優先調達を推進します。 

障害福祉課 

 

  

                             
50 ハローワーク等を通じて一般企業等に就職し、労働の対価として賃金を受け取る形態。 
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No 取組み 内 容 所管課 

２ 授産製品の販売促進 

障害者の店「はあと屋」の運営を通じ、

障害があるために一般就労が困難で、福祉

的就労を行う障害者の社会参加の促進と、

授産製品の売上向上、授産工賃51アップを

図ります。 

また、障害者就労施設等からの物品等の

調達の円滑な推進を図るため、はあと屋を

共同受注窓口として活用します。 

障害福祉課 

３ 

障害者就労施設等から物

品等の調達を行う事業主

に対する優遇措置 

（建設工事） 

 建設工事の競争入札参加資格審査にお

いて、障害者就労施設等から１年間に 20

万円以上の物品等の調達を行った工事業

者に対して、発注者である自治体独自の評

価である発注者別評価点に加点措置を設

け、障害者就労施設等からの物品・サービ

スの調達を推進します。 

契約検査課 

 

                             
51 障害者支援施設、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、地域活動支援センター等で、福祉的就労の対

価として支払われる金銭のこと。 
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基本方針 10 文化芸術活動・スポーツ等の振興 

（1）文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 

 

現状、課題等  

障害者の文化芸術活動は、心豊かな生活を送るうえで重要な役割を担っています。 

平成 30 年６月には、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮、社会参加の

促進を図ることを目的した「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施

行され、障害者の文化芸術活動の一層の充実が期待されています。 

本市においても、障害者アート作品展を開催するなど、障害者が文化芸術活動に

参加し、自己表現する機会を提供していますが、障害者へのアンケート調査では、

過去 1年間の間に文化芸術活動を行った割合は 19.9％にとどまっています。 

また、調査では、スポーツ・文化芸術活動で大切なこととして、「障害のある人

が利用しやすい施設や設備があること」(32.6%)、「障害のある人が参加しやすいイ

ベントが開かれること」(24.9%)を挙げる回答が多く、今後、令和 7 年度に長崎県で

開催される第 40回国民文化祭、第 25回全国障害者芸術・文化祭に向け、文化芸術

活動やレクリエーションに障害者が参加しやすい環境を整えていくとともに、障害

者が文化芸術に接する機会の充実を図っていきます。 

 

施策の方向性 

○多くの障害者が文化芸術活動に親しむことができる環境づくりに努めるととも

に、障害者の芸術作品等の展示を通じた啓発等に取り組みます。 

○余暇・レクリエーション活動への参加機会の確保のため活動支援を行い、障害者

の社会参加を促進します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 
障害者アートによる啓

発等【再掲】 

 障害者が制作したアート作品を、多くの

市民に鑑賞していただく作品展を開催し、

障害に対する理解を促すとともに、障害者

の社会参加の推進を図ります。 

障 害 福 祉 課 

２ 
障害者団体の研修活動

の促進 

障害者団体が行う研修等に係る費用の

一部の助成を行うなど、障害者の社会参加

の促進を図るための取組みを行います。 

障 害 福 祉 課 

３ 
文化・観光施設等入場

料の免除 

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害

者保健福祉手帳の所持者については、市立

の文化施設等の入場料を減免し、障害者が

歴史や文化に親しむ機会を増やします。 

各 施 設 
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（2）スポーツに親しめる環境の整備、競技スポーツに係る取組みの推進 

 

現状、課題等  

スポーツは、障害者にとって、健康の維持・増進や機能回復訓練の手段にとどま

らず、爽快感、達成感、他者との連帯感等の精神的な充足や楽しさ、喜びをもたら

し、さらには、社会参加の重要な機会としてとらえることができます。 

障害者へのアンケート調査では、過去１年間の間にスポーツを行った障害者の割

合は 30.9％にとどまっており、介護者の問題や外出手段が確保できない等の理由か

ら、参加の意思がありながら参加できない人もいます。 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催などを機に、障害者スポーツ等

への関心が高まったことから、今後も、障害者の参加を促進するとともに、障害者

が安心して参加できる環境整備等に取り組んでいく必要があります。 

 

施策の方向性 

○スポーツ活動への参加機会の確保のため活動支援を行い、障害者の社会参加を促

進します。 

 

具体的取組み 

No 取組み 内 容 所管課 

１ 

スポーツ・レクリエーシ

ョン活動の振興・大会開

催の支援 

障害者のスポーツ・レクリエーショ

ン活動を支援するとともに、各種大会

への参加促進と、障害者のスポーツ・レ

クリエーションに対する理解と関心の

高揚を図り、誰もが楽しく大会に参加

できる環境整備に努めます。 

障 害 福 祉 課 

 

スポーツ振興課 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 編 
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１ 障害者の状況 

 

長崎市の障害者数は、身体障害、知的障害、精神障害を合わせて、令和５年３月末

現在で 30,953人です。 

障害者別の内訳でみると、身体障害者手帳所持者 21,031 人（68.0％）、療育手帳

所持者（知的障害者）4,462 人（14.4％）、精神障害者保健福祉手帳所持者 5,460 人

（17.6％）となっています。 

 

■障害者数の推移（年度末現在）                 （単位：人） 

 平 成 

30年度 

令 和 

元年度 

令 和 

2年度 

令 和 

3 年度 

令 和 

4年度 

身体障害者手帳所持者数 22,306 22,854 21,979 21,626 21,031 

療育手帳所持者数 4,280 4,375 4,374 4,405 4,462 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 4,483 4,679 4,901 5,222 5,460 

計 31,069 31,908 31,254 31,253 30,953 

 

 

⑴ 身体障害者数の推移 

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある方に対して都

道府県知事（指定都市、中核市の市長）から交付されます。 

長崎市の身体障害者（身体障害者手帳所持者）数は減少傾向にあり、平成 30年度

末の 22,306 人から令和４年度末には 21,031 人と、増減はあるものの５年間で 1,275

人（5.7％）減少しています。 

等級別の割合でみると、４級及び６級が増加しており、令和４年度末時点で、重度

（１、２級）が 8,689 人、中度（３、４級）が 9,189人、軽度（５、６級）が 3,153

人となっています。 

 

■身体障害者手帳所持者数の推移（年度末現在）          （単位：人） 

 平 成 

30 年度 

令 和 

元年度 

令 和 

2年度 

令 和 

3年度 

令 和 

4年度 

手 帳 所 持 者 数 22,306 22,854 21,979 21,626 21,031 

対前年度増減率 ▲1.7% 2.5% ▲3.8% ▲1.6% ▲2.8% 
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■身体障害者手帳所持者数（等級別）の推移              （単位：人） 

 平 成 

30年度 

令 和 

元年度 

令 和 

2年度 

令 和 

3年度 

令 和 

4年度 

１ 級 
6,357 

(28.5%) 

6,559 

(28.7%) 

6,203 

(28.2%) 

6,065 

(28.0%) 

5,839 

(27.8%) 

２ 級 
3,033 

(13.6%) 

3,093 

(13.6%) 

2,973 

(13.5%) 

2,959 

(13.7%) 

2,850 

(13.5%) 

３ 級 
4,236 

(19.0%) 

4,319 

(18.9%) 

4,152 

(18.9%) 

4,073 

(18.8%) 

3,947 

(18.8%) 

４ 級 
5,331 

(23.9%) 

5,514 

(24.1%) 

5,383 

(24.5%) 

5,325 

(24.6%) 

5,242 

(24.9%) 

５ 級 
1,358 

(6.1%) 

1,354 

(5.9%) 

1,289 

(5.9%) 

1,243 

(5.8%) 

1,210 

(5.8%) 

６ 級 
1,991 

(8.9%) 

2,015 

(8.8%) 

1,979 

(9.0%) 

1,961 

(9.1%) 

1,943 

(9.2%) 

計 
22,306 

(100%) 

22,854 

(100%) 

21,979 

(100%) 

21,626 

(100%) 

21,031 

(100%) 

 

■令和４年度末／身体障害者手帳所持者数（障害の種類別等級別）     （単位：人） 

障害の 

種 類 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

視 覚 
592 

(39.1%) 

490 

(32.4%) 

89 

(5.9%) 

85 

(5.6%) 

167 

(11.0%) 

91 

(6.0%) 

1,514 

(100%) 

聴 覚 

平衡機能 

125 

(4.5%) 

392 

(14.0%) 

342 

(12.3%) 

852 

(30.5%) 

24 

(0.9%) 

1,055 

(37.8%) 

2,790 

(100%) 

音 声 

言語機能 

8 

(3.2%) 

12 

(4.8%) 

122 

(48.8%) 

108 

(43.2%) 

  250 

(100%) 

肢 体 
1,472 

(16.1%) 

1,847 

(20.2%) 

1,831 

(20.1%) 

2,159 

(23.7%) 

1,019 

(11.2%) 

797 

(8.7%) 

9,125 

(100%) 

内 部 
3,642 

(49.5%) 

109 

(1.5%) 

1,563 

(21.3%) 

2,038 

(27.7%) 

  7,352 

(100%) 

計 5,839 2,850 3,947 5,242 1,210 1,943 21,031 

  令和４年度末時点での障害の種類別等級の状況をみると、「視覚障害」では重度

（１、２級）の占める割合（71.5％）が高く、「聴覚障害・平衡機能障害」では６級

（37.8％）、「音声・言語機能障害」では中度（３、４級）（92.0％）、「肢体不自

由」では、重度・中度の占める割合（80.1％）が、「内部障害」では１級の割合（49.5％）

が高くなっています。  
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■障害別身体障害者手帳所持者数の推移                 （単位：人） 

年

度 

等 級 

障害別 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

令
和
４
年
度 

視 覚 592 490 89 85 167 91 1,514 

聴覚・平衡感覚 125 392 342 852 24 1,055 2,790 

音声・言語機能 8 12 122 108   250 

肢 体 1,472 1,847 1,831 2,159 1,019 797 9,125 

内 部 3,642 109 1,563 2,038   7,352 

計 5,839 2,850 3,947 5,242 1,210 1,943 21,031 

令
和
３
年
度 

視 覚 615 500 92 87 167 97 1,558 

聴覚・平衡感覚 129 405 340 841 20 1,067 2,802 

音声・言語機能 10 14 123 109   256 

肢 体 1,520 1,924 1,931 2,268 1,056 797 9,496 

内 部 3,791 116 1,587 2,020   7,514 

計 6,065 2,959 4,073 5,325 1,243 1,961 21,626 

令
和
２
年
度 

視 覚 626 488 93 96 172 107 1,582 

聴覚・平衡感覚 135 414 330 814 18 1,098 2,809 

音声・言語機能 8 16 122 111   257 

肢 体 1,524 1,943 1,997 2,353 1,099 774 9,690 

内 部 3,910 112 1,610 2,009   7,641 

計 6,203 2,973 4,152 5,383 1,289 1,979 21,979 

令
和
元
年
度 

視 覚 646 505 106 101 186 122 1,666 

聴覚・平衡感覚 135 406 346 829 17 1,140 2,873 

音声・言語機能 8 17 132 110   267 

肢 体 1,625 2,025 2,087 2,476 1,151 753 10,117 

内 部 4,145 140 1,648 1,998   7,931 

計 6,559 3,093 4,319 5,514 1,354 2,015 22,854 

平
成
30
年
度 

視 覚 623 490 110 93 188 128 1,632 

聴覚・平衡感覚 138 404 345 768 16 1,137 2,808 

音声・言語機能 10 16 123 107   256 

肢 体 1,576 1,996 2,086 2,513 1,154 726 10,051 

内 部 4,010 127 1,572 1,850   7,559 

計 6,357 3,033 4,236 5,331 1,358 1,991 22,306 
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⑵ 知的障害者数の推移 

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的発達に障害があると判

定された方に、居住地の市町村を通じて都道府県から交付されます。 

長崎市の知的障害者（療育手帳所持者）数は増加傾向にあり、平成 30 年度末の

4,280 人から、令和４年度末には 4,462 人と、５年間で 182 人（4.3％）増加してい

ます。 

等級別にみると、令和４年度末時点でＡ（重度）は 1,969人、Ｂ（中度、軽度）は

2,493人となっています。 

 

■療育手帳所持者数の推移（年度末現在）             （単位：人） 

 平 成 

30 年度 

令 和 

元年度 

令 和 

2年度 

令 和 

3年度 

令 和 

4年度 

手 帳 所 持 者 数 4,280 4,375 4,374 4,405 4,462 

対 前 年 度 増 減 率 2.6% 2.2% 0.0% 0.7% 1.3% 

 

■療育手帳所持者数（等級別）の推移（年度末現在）        （単位：人） 

等 級 
平 成 

30 年度 

令 和 

元年度 

令 和 

2年度 

令 和 

3年度 

令 和 

4年度 

Ａ 
1,920 

(44.9%) 

1,969 

(45.0%) 

1,972 

(45.1%) 

1,974 

(44.8%) 

1,969 

(44.1%) 

Ｂ 
2,360 

(55.1%) 

2,406 

(55.0%) 

2,402 

(54.9%) 

2,431 

(55.2%) 

2,493 

(55.9%) 

合 計 4,280 4,375 4,374 4,405 4,462 
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⑶ 精神障害者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあると認定された方に都道

府県知事から居住地の市町村を通じて交付されます。 

長崎市の精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）数は、増加傾向にあり、

平成 30 年度末の 4,483 人から、令和４年度末には 5,460 人と、５年間で 977 人

（21.8％）増加しています。 

等級別にみると、令和４年度末時点で２級（中度）が最も多く 2,974 人、次いで

３級（軽度）が 2,141 人、１級（重度）が 345人となっています。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（年度末現在）      （単位：人） 

 平 成 

30年度 

令 和 

元年度 

令 和 

2年度 

令 和 

3年度 

令 和 

4年度 

手帳所持者数 4,483 4,679 4,901 5,222 5,460 

対前年度増減率 5.5% 4.4% 4.7% 6.5% 4.6% 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数（等級別）の推移（年度末現在） （単位：人） 

等 級 
平 成 

30年度 

令 和 

元年度 

令 和 

2年度 

令 和 

3年度 

令 和 

4年度 

１ 級 
357 

(8.0%) 

325 

(6.9%) 

336 

(6.9%) 

353 

(6.8%) 

345 

(6.3%) 

２ 級 
2,587 

(57.7%) 

2,660 

(56.9%) 

2,799 

(57.1%) 

2,893 

(55.4%) 

2,974 

(54.5%) 

３ 級 
1,539 

(34.3%) 

1,694 

(36.2%) 

1,766 

(36.0%) 

1,976 

(37.8%) 

2,141 

(39.2%) 

合 計 4,483 4,679 4,901 5,222 5,460 
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⑷ 障害福祉サービス支給決定者の障害支援区分認定状況（年度末現在） 

障害福祉サービス支給決定者の障害支援区分認定状況数は、増加傾向にあり、平

成 30年度末の 2,614人から、令和４年度末には 2,894人と、５年間で 280人（10.7％）

増加しています。 

区分別にみると、令和４年度末時点で区分３が最も多く 641人（22.1％）で、も

っとも少ないのは区分１の 50人（1.7％）となっております。 

また、必要とされる支援の度合いが最も低い区分１の方は減少傾向にある一方で、

最も高い区分６の方は増加しております。 

（単位：人） 

 平 成 

30年度 

令 和 

元年度 

令 和 

2年度 

令 和 

3年度 

令 和 

4年度 

区分１ 
111 

(4.2%) 

105 

(4.0%) 

98 

(3.8%) 

78 

(2.7%) 

50 

(1.7%) 

区分２ 
580 

(22.2%) 

600 

(22.8%) 

586 

(22.6%) 

636 

(22.0%) 

635 

(22.0%) 

区分３ 
551 

(21.1%) 

559 

(21.2%) 

554 

(21.4%) 

634 

(22.0%) 

641 

(22.1%) 

区分４ 
438 

(16.8%) 

432 

(16.4%) 

434 

(16.8%) 

486 

(16.8%) 

494 

(17.1%) 

区分５ 
480 

(18.3%) 

461 

(17.5%) 

415 

(16.0%) 

476 

(16.5%) 

449 

(15.5%) 

区分６ 
454 

(17.4%) 

479 

(18.1%) 

502 

(19.4%) 

576 

(20.0%) 

625 

(21.6%) 

計 
2,614 

(100%) 

2,636 

(100%) 

2,589 

(100%) 

2,886 

(100%) 

2,894 

(100%) 
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２ アンケート調査結果による障害者の現状 

 

本計画を策定するにあたり、長崎市における障害者の実態や、今後の障害者福祉施

策に関する希望などを把握するため、障害がある方を対象にアンケート調査を実施し

ました。 

 以下、調査結果に基づく障害者の現状について、その概要をお示しします。 

 

■調査設計                                （単位：人） 

 
身体障害者（児）調査 知的障害者（児）調査 精神障害者調査 

調査対象 
身体障害者手帳所有者 

（無作為抽出） 
療育手帳所有者 
（無作為抽出） 

精神障害者 
保健福祉手帳所有者 
（無作為抽出） 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

発送数 １，５００ ２５０ ２５０ 

有効回答

数 
７８１ １６６ １３３ 

有効回答

率 
５２．１％ ６６．４％ ５３．２％ 

調査期間 令和５年８月２日（水）～９月４日（月） 

 

■基本的属性 

【性別、年齢別】                              （単位：人） 

  調査数 
17 歳
以下 

18～19
歳 

20～29
歳 

30～39
歳 

40～49
歳 

50～59
歳 

60～69
歳 

70 歳
以上 

無回答 

身体障害
者(n=781) 

男性 394 55 0 3 15 35 77 79 126 4 

女性 375 41 1 10 17 26 56 94 117 13 

知的障害
者(n=166) 

男性 92 39 1 17 12 12 4 2 4 1 

女性 71 24 1 9 13 11 2 3 6 2 

精神障害
者(n=133) 

男性 63 2 2 6 11 7 12 10 13 0 

女性 66 2 3 7 8 13 19 7 7 0 

区分不明
(n=58) 

男性 21 2 0 0 2 2 4 1 8 2 

女性 36 2 0 1 1 3 3 3 20 3 
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【地区別】                                （単位：人） 

  調査数 
中央 

地区 

小ヶ倉 

地区 

小榊 

地区 

西浦上 

地区 

滑石 

地区 

福田 

地区 

茂木 

地区 

式見 

地区 

日見 

地区 

東長崎 

地区 

土井首 

地区 

身体障害者

(n=781) 
781  209  30  8  111  69  19  15  12  12  61  24  

知的障害者

(n=166) 
166  30  5  1  23  18  6  5  3  5  20  4  

精神障害者

(n=133) 
133  44  2  0  16  9  3  3  1  3  6  5  

区分不明(n=58) 58  15  2  1  2  3  3  2  1  4  8  3  

  
深堀 

地区 

香焼 

地区 

伊王島 

地区 

高島 

地区 

野母崎 

地区 

三和 

地区 

三重 

地区 

外海 

地区 

琴海 

地区 

わから

ない 

回答 

しない 
無回答 

身体障害者

(n=781) 
15  7  1  1  8  21  35  6  34  43  13  27  

知的障害者

(n=166) 
4  1  0  0  1  10  9  3  5  6  2  5  

精神障害者

(n=133) 
1  3  0  0  0  2  4  2  3  18  4  4  

区分不明(n=58) 0  0  0  0  1  1  1  1  1  5  0  4  

 

【難病（指定難病）の認定】 

 

（単位：人） 

  合計 受けている 受けていない 無回答 

身体障害者 781 93 582 106 

知的障害者 166 11 140 15 

精神障害者 133 6 114 13 

区分不明 58 8 29 21 

 

 

 

 

11.9 

6.6 

4.5 

13.8 

74.5 

84.3 

85.7 

50.0 

13.6 

9.0 

9.8 

36.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

受けている 受けていない 無回答
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【発達障害診断の有無】 

 
        （単位：人） 

 合計 ある ない 無回答 

身体障害者 781 40 686 55 

知的障害者 166 71 84 11 

精神障害者 133 30 95 8 

区分不明 58 4 36 18 

 

【強度行動障害の有無】 

 

（単位：人） 

 合計 ある ない 無回答 

身体障害者 781 15 708 58 

知的障害者 166 21 136 9 

精神障害者 133 9 115 9 

区分不明 58 1 40 17 

5.1 

42.8 

22.6 

6.9 

87.8 

50.6 

71.4 

62.1 

7.0 

6.6 

6.0 

31.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

ある ない 無回答

1.9 

12.7 

6.8 

1.7 

90.7 

81.9 

86.5 

69.0 

7.4 

5.4 

6.8 

29.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

ある ない 無回答
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【高次脳機能障害診断の有無】 

 

（単位：人） 

  合計 ある ない 無回答 

身体障害者 781 31 696 54 

知的障害者 166 8 148 10 

精神障害者 133 12 112 9 

区分不明 58 0 41 17 

 

【現在受けている医療ケア】 

 

 

4.0 

4.8 

9.0 

89.1 

89.2 

84.2 

70.7 

6.9 

6.0 

6.8 

29.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

ある ない 無回答

2.7 
1.8 

4.0 3.3 3.2 

0.8 0.5 

6.4 

3.8 3.7 

21.1 

14.9 

4.8 
3.6 

4.8 

7.2 

5.4 

1.2 1.2 0.6 0.6 0.6 

27.7 

7.2 

3.0 
2.3 

1.5 1.5 
0.8 

3.0 
1.5 

28.6 

11.3 

1.7 

3.4 

1.7 

8.6 

5.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

気
管
切
開

人
工
呼
吸
器

吸
入

吸
引

胃
ろ
う
・
腸
ろ
う

鼻
腔
経
管
栄
養

中
心
静
脈
栄
養

透
析

カ
テ
ー
テ
ル
留
置

ス
ト
マ

服
薬
管
理

そ
の
他

身体障害者 知的障害者 精神障害者 区分不明
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（単位：人） 

 合計 
気管
切開 

人工
呼吸
器 

吸入 吸引 

胃ろ
う・
腸ろ
う 

鼻腔
経管
栄養 

中心
静脈
栄養 

透析 

カテ
ーテ
ル留
置 

スト
マ 

服薬
管理 

その
他 

無回
答 

身体障害者 781  21  14  31  26  25  6  4  50  30  29  165  116  394  

知的障害者 166  8  6  8  12  9  2  2  1  1  1  46  12  97  

精神障害者 133  4  3  2  2  1  0  0  4  2  0  38  15  75  

区分不明 58  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  5  3  47  

 

〔上段：人/下段：％〕 

 
 合

計 

気
管
切
開 

人
工
呼
吸
器 

吸
入 

吸
引 

胃
ろ
う
・
腸
ろ
う 

鼻
腔
経
管
栄
養 

中
心
静
脈
栄
養 

透
析 

カ
テ
ー
テ
ル
留
置 

ス
ト
マ 

服
薬
管
理 

そ
の
他 

無
回
答 

全体 
1032 23 16 32 28 25 6 4 53 30 30 218 133 572 

100.0 2.2 1.6 3.1 2.7 2.4 0.6 0.4 5.1 2.9 2.9 21.1 12.9 55.4 

17 歳以
下 

135 8 6 10 12 10 4 2 0 4 4 46 14 69 

100.0 5.9 4.4 7.4 8.9 7.4 3.0 1.5 0.0 3.0 3.0 34.1 10.4 51.1 

18～19
歳 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 0.0 85.7 

20～29
歳 

48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 5 33 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 18.8 10.4 68.8 

30～39
歳 

68 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 13 12 42 

100.0 1.5 1.5 2.9 1.5 1.5 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 19.1 17.6 61.8 

40～49
歳 

94 2 1 3 1 3 0 1 6 3 2 15 10 54 

100.0 2.1 1.1 3.2 1.1 3.2 0.0 1.1 6.4 3.2 2.1 16.0 10.6 57.4 

50～59
歳 

169 7 4 5 5 3 0 0 13 7 5 41 12 91 

100.0 4.1 2.4 3.0 3.0 1.8 0.0 0.0 7.7 4.1 3.0 24.3 7.1 53.8 

60～69
歳 

193 3 3 5 4 2 0 0 15 3 5 40 31 104 

100.0 1.6 1.6 2.6 2.1 1.0 0.0 0.0 7.8 1.6 2.6 20.7 16.1 53.9 

70 歳以
上 

285 2 1 7 5 5 2 1 17 12 13 47 44 153 

100.0 0.7 0.4 2.5 1.8 1.8 0.7 0.4 6.0 4.2 4.6 16.5 15.4 53.7 

無回答 
33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 5 20 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 18.2 15.2 60.6 
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（1） 暮らしの現状・希望 

ア 現在の暮らし【設問】：あなたは現在どのように暮らしていますか。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1 

3.0 

23.3 

17.2 

1.8 

8.4 

3.0 

68.8 

77.7 

65.4 

65.5 

3.7 

6.6 

1.5 

5.2 

2.4 

1.8 

3.8 

1.7 

2.4 

2.4 

1.5 

1.8 

1.5 

10.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

一人で暮らしている グループホームで暮らしている 家族と暮らしている

福祉施設で暮らしている 病院に入院している その他

無回答

身体障害者は「家族と暮らしている」が 68.8％で最も多く、次いで「一人で暮らし
ている」が 19.1％、「福祉施設（障害や支援施設、高齢者支援施設）で暮らしてい
る」が 3.7％で続いている。 
知的障害者も「家族と暮らしている」が 77.7％で最も多く、次いで「グループホー

ムで暮らしている」が 8.4％、「福祉施設（障害や支援施設、高齢者支援施設）で暮
らしている」が 6.6％と続いている。 
精神障害者でも「家族と暮らしている」が 65.4％で最も多く、次いで「一人で暮ら

している」が 23.3％、「病院に入院している」が 3.8％となっている。 
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イ 将来の地域での暮らし方についての希望【設問】：あなたは将来どのように

暮らしたいですか。 

 

 

 

  

20.5 

10.8 

33.8 

29.3 

3.7 

10.8 

3.0 

55.6 

48.2 

46.6 

51.7 

8.8 

15.1 

5.3 

3.4 

5.0 

6.0 

5.3 

1.7 

6.4 

9.0 

6.0 

13.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

一人で暮らしたい グループホームで暮らしたい 家族と暮らしたい

福祉施設で暮らしたい その他 無回答

身体障害者は「家族と暮らしたい」が 55.6％で最も多く、次いで「一人で暮らし
たい」が 20.5％、「福祉施設（障害や支援施設、高齢者支援施設）で暮らしたい」
が 8.8％で続いている。 
知的障害者も「家族と暮らしたい」が 48.2％で最も多く、次いで「福祉施設（障

害や支援施設、高齢者支援施設）で暮らしたい」が 15.1％、「一人で暮らしたい」・
「グループホームで暮らしたい」が 10.8％と続いている。 
精神障害者でも「家族と暮らしたい」が 46.6％で最も多く、次いで「一人で暮ら

したい」が 33.8％、「福祉施設（障害や支援施設、高齢者支援施設）で暮らしたい」
が 5.3％となっている。 
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ウ 地域で生活するために必要な支援【設問】：福祉施設に入所したり病院へ入

院するのではなく、自宅やグループホームなど地域で生活するためには、ど

のような支援があればいいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.4 

37.5 

49.2 

17.2 

60.8 

29.4 

16.4 

18.7 

2.6 

40.4 

48.2 

56.6 

32.5 

66.9 

45.8 

28.9 

38.6 

1.8 

39.1 

40.6 

41.4 

27.1 

69.2 

49.6 

30.8 

25.6 

0.8 

48.3 

19.0 

31.0 

8.6 

55.2 

22.4 

10.3 

17.2 

1.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

在宅で訪問診療や訪問看護などの医療ケアが適切に得ら

れること

障害者に適した住宅の確保

必要な在宅サービスが適切に利用できること

生活訓練などの充実

経済的負担の軽減

相談対応などの充実

地域住民などの理解

情報の取得利用や意思疎通についての支援

その他

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

身体障害者は「経済的負担の軽減」が 60.8％で最も多く、次いで「在宅で医療ケア
などが適切に得られること」が 50.4％、「必要な在宅サービスが適切に利用できるこ
と」が 49.2％で続いている。 
知的障害者は「経済的な負担の軽減」が 66.9％で最も多く、次いで「必要な在宅サ

ービスが適切に利用できること」が 56.6％、「障害者に適した住宅の確保」が 48.2％
と続いている。 
精神障害者も「経済的な負担の軽減」が 69.2％で最も多く、次いで「相談対応など

の充実」が 49.6％「必要な在宅サービスが適切に利用できること」が 41.4％となっ
ている。 
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（2） 日常生活動作（食事、入浴、排せつ、お金や薬の管理など）の支援の状況 

【設問】：日常の生活の中で、次のことをするのに介助が必要ですか。 

  ①身体障害者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②知的障害者 

 

 

 

 

 

42.2 

19.9 

21.1 

25.9 

15.1 

22.3 

24.1 

18.1 

21.1 

31.9 

21.1 

16.9 

28.9 

55.4 

51.8 

34.9 

57.8 

54.2 

4.8 

6.6 

6.0 

7.2 

6.0 

6.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①身の回りのこと

②洗濯・炊事

③外出

④家族以外の人との

意思疎通

⑤お金の管理

⑥薬の管理

一人でできる 部分的に介助が必要 全面的に介助が必要 無回答

64.1 

51.2 

50.7 

64.4 

59.3 

62.9 

14.7 

13.8 

16.6 

12.4 

9.7 

8.6 

13.3 

24.3 

23.7 

12.0 

21.0 

19.2 

7.8 

10.6 

9.0 

11.1 

10.0 

9.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①身の回りのこと

②洗濯・炊事

③外出

④家族以外の人との

意思疎通

⑤お金の管理

⑥薬の管理

一人でできる 部分的に介助が必要 全面的に介助が必要 無回答

身体障害者で最も介助が必要（「部分的に介助が必要」+「全面的に介助が必要」）
なのは「外出」が 40.3％、次いで「洗濯・炊事」が 38.1％、「お金の管理」が 30.7％
と続いている。 

知的障害者で最も介助が必要なのは「お金の管理」が 78.9％、次いで「洗濯・炊
事」が 73.5％、「外出」が 72.9％と続いており、全項目で 5割以上の方が介助を必
要としている。 
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③精神障害者 

 
 

 

 

（3） 外出の状況 

ア 1 週間の外出頻度【設問】：あなたは、1週間にどの程度外出しますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.7 

47.4 

51.1 

53.4 

51.1 

60.9 

15.0 

24.8 

21.1 

24.8 

21.1 

16.5 

6.0 

14.3 

15.0 

9.0 

16.5 

13.5 

11.3 

13.5 

12.8 

12.8 

11.3 

9.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①身の回りのこと

②洗濯・炊事

③外出

④家族以外の人との

意思疎通

⑤お金の管理

⑥薬の管理

一人でできる 部分的に介助が必要 全面的に介助が必要 無回答

38.3 

51.8 

30.8 

31.0 

40.8 

28.9 

33.8 

37.9 

12.8 

12.0 

24.8 

12.1 

5.8 

4.2 

8.3 

6.9 

2.3 

3.0 

2.3 

12.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

毎日外出する 1週間に数回外出する めったに外出しない まったく外出しない 無回答

精神障害者で最も介助が必要なのは「洗濯・炊事」が 39.1％、次いで「お金の管理」
が 37.6％、「外出」が 36.1％と続いている。 

身体障害者は「1 週間に数回外出する」が 40.8％で最も多く、次いで「毎日外出

する」が 38.3％、「めったに外出しない」が 12.8％で続いており、週に数回以上外
出しているのは 79.1％となっている 
知的障害者は「毎日外出する」が 51.8％で最も多く、次いで「1 週間に数回外出

する」が 28.9％、「めったに外出しない」が 12.0％で続いており、週に数回以上外
出しているのは 80.7％となっている 
精神障害者は「1 週間に数回外出する」が 33.8％で最も多く、次いで「毎日外出

する」が 30.8％、「めったに外出しない」が 24.8％で続いており、週に数回以上外
出しているのは 64.6％となっている。 
 



 

106 
 

イ 外出時に困ること【設問】：外出するとき、不便に感じたり困ることは何で

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.7 

18.3 

16.5 

1.3 

16.6 

13.8 

14.3 

7.0 

6.0 

6.5 

24.7 

6.7 

30.7 

19.3 

12.0 

1.2 

18.7 

10.8 

14.5 

18.1 

9.0 

7.8 

27.1 

5.4 

32.3 

6.8 

12.8 

0.8 

4.5 

24.1 

24.1 

20.3 

6.0 

4.5 

22.6 

3.0 

32.8 

10.3 

10.3 

1.7 

12.1 

10.3 

17.2 

8.6 

6.9 

5.2 

13.8 

6.9 

0.0 20.0 40.0

公共交通機関の利用が不便

障害者用駐車場の不備、または少ない

歩道に問題が多い

展示・音声案内などの整備が不十分

障害者用のトイレが少ない・利用しにくい

発作など突然の体調変化が心配

外出するためには、たくさんお金がかかる

周囲の人の目が気になる、理解がない

介助者が居ない・少ない

必要な福祉サービスが受けられない

特にない

その他

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

身体障害者は「公共交通機関の利用が不便」が 32.7％で最も多く、次いで「特にな
い」が 24.7％、「障害者用駐車場の不備、または少ない」が 18.3％で続いている。 
知的障害者も「公共交通機関の利用が不便」が 30.7％で最も多く、次いで「特にな

い」が 27.1％、「障害者用駐車場の不備、または少ない」が 19.3％と続いている。 
精神障害者では「公共交通機関の利用が不便」が 32.3％で最も多く、次いで「外出

するためには、たくさんお金がかかる」・「発作など突然の体調変化が心配」が 24.1％、
「特にない」が 22.6％となっている。 
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（4）日中（平日）の過ごし方や就労状況 

ア 日中（平日）の過ごし方【設問】：あなたは、平日の日中を主にどのように

過ごしていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

23.9 

0.4 

5.9 

3.1 

0.8 

3.2 

1.7 

28.2 

5.1 

0.1 

4.1 

5.1 

1.5 

9.5 

11.4 

0.0 

0.0 

19.3 

6.6 

1.2 

0.0 

12.0 

7.8 

0.6 

22.3 

7.8 

3.6 

4.2 

18.0 

0.0 

3.8 

9.8 

1.5 

3.8 

0.8 

40.6 

5.3 

3.0 

0.0 

3.0 

0.0 

5.3 

17.2 

0.0 

1.7 

5.2 

0.0 

1.7 

1.7 

32.8 

10.3 

0.0 

1.7 

3.4 

0.0 

12.1 

0.0 20.0 40.0 60.0

会社勤めや、自営業、在宅就業（内職）などで収入を得

て仕事をしている

ボランティアなど、収入のない仕事をしている

専業主婦（主夫）をしている

福祉施設、作業所などに通っている（収入を得ている）

福祉施設、作業所などに通っている（収入を得ていな

い）

病院などのディケアに通っている

リハビリテーションを受けている

自宅で過ごしている

入所している施設や病院などで過ごしている

大学、専門学校、職業訓練校に通っている

特別支援学校（小中高等学校）に通っている

一般の小中学校、高校に通っている

幼稚園、保育所、障害児通所支援施設などに通っている

その他

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

身体障害者は「自宅で過ごしている」が 28.2％で最も多く、次いで「会社勤めや、
自営業、在宅就業などで収入を得て仕事をしている」が 23.9％、「専業主婦（主夫）
をしている」が 5.9％と続いている。 
知的障害者は「特別支援学校（小中高等学校）に通っている」が 22.3％で最も多く、

次いで「福祉施設、作業所などに通っている（収入を得ている）」が 19.3％、「自宅
で過ごしている」が 12.0％と続いている。 
精神障害者は「自宅で過ごしている」が 40.6％で最も多く、次いで「会社勤めや、

自営業、在宅就業などで収入を得て仕事をしている」が 18.0％、「福祉施設、作業所
などに通っている（収入を得ている）」が 9.8％となっている。 
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イ 会社勤め、自営業、在宅就業（内職）などで収入を得て仕事をしている方の 

勤務形態【設問】：どのような勤務形態で働いていますか。 
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16.7 

30.0 

10.0 

40.0 

0.0 

0.0 

20.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない

正職員で時短勤務などの障害者配慮がある

パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員

自営業、農林水産業など

在宅就業（内職）

その他

身体障害者(n=187) 知的障害者(n=19) 精神障害者(n=24) 区分不明(n=10)

身体障害者は「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」が 42.2％で最も

多く、次いで「パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員」が 28.3％、「自営
業、農林水産業など」が 13.4％と続いている。 
知的障害者は「パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員」が 63.2％で最

も多く、次いで「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」・「正職員で時短
勤務などの障害者配慮がある」が 15.8％で続いている。 
精神障害者は「パート・アルバイトなどの非常勤職員、派遣職員」が 58.3％で最

も多く、次いで「正職員で他の職員と勤務条件などに違いはない」が 12.5％、「正職
員で時短勤務などの障害者配慮がある」が 8.3％となっている。 
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ウ 今後の就労意向【設問】：あなたは今後、収入を得る仕事をしたいと思いま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.5 

40.8 

45.1 

24.4 

47.9 

34.5 

45.1 

51.2 

25.6 

24.6 

9.8 

24.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=536)

知的障害者(n=142)

精神障害者(n=102)

区分不明(n=41)

仕事をしたい 仕事をしたくない、できない 無回答

身体障害者は「仕事をしたくない、できない」が 47.9％、「仕事をしたい」が 26.5％
となっており、「仕事をしたくない、できない」が多くなっている。 
知的障害者は「仕事をしたくない、できない」が 34.5％、「仕事をしたい」が 40.8％

となっており、「仕事をしたい」が多くなっている。 
また、精神障害者は「仕事をしたくない、できない」が 45.1％、「仕事をしたい」

が 45.1％となっている。 
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エ 就労できない理由 

【設問】：仕事をしたくない、できないとお答えになった方は、そのような理由から

ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 

16.7 

35.0 

17.1 

5.4 

6.6 

37.4 

3.5 

9.3 

4.7 

9.7 

7.4 

44.4 

10.5 

1.2 

8.2 

18.4 

63.3 

16.3 

12.2 

16.3 

12.2 

2.0 

6.1 

2.0 

8.2 

12.2 

8.2 

10.2 

0.0 

15.2 

13.0 

37.0 

56.5 

45.7 

34.8 

45.7 

6.5 

4.3 

8.7 

13.0 

52.2 

26.1 

13.0 

2.2 

0.0 

14.3 

42.9 

14.3 

4.8 

4.8 

47.6 

9.5 

9.5 

0.0 

4.8 

4.8 

66.7 

0.0 

0.0 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

障害者に対する職場環境の配慮が足りない

通勤することが困難

障害・病気の症状が重い

働く自信がないため

人づきあいが苦手

仕事を覚えられるか心配

体力がついていかない

今の場所でしたいことやしなければならないことがある

から

働く必要性を感じない、または働きたくない

就職活動をしても雇ってもらえない

自分にあった就労条件がない

自分自身の心理的要因

高齢のため

その他

無回答

身体障害者(n=257) 知的障害者(n=49) 精神障害者(n=46) 区分不明(n=21)

身体障害者は「高齢のため」が 44.4％で最も多く、次いで「体力がついていかない」
が 37.4％、「障害・病気の症状が重い」が 35.0％と続いている。 
知的障害者は「障害・病気の症状が重い」が 63.3％で最も多く、次いで「通勤する

ことが困難」が 18.4％、「働く自信がないため」・「仕事を覚えられるか心配」が 16.3％
と続いている。 
精神障害者は「働く自信がないため」が 56.5％で最も多く、次いで「自分自身の心

理的要因」が 52.2％、「体力がついていかない」・「人づきあいが苦手」が 45.7％と
なっている。 
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オ 就労支援として必要なこと【設問】：あなたは、障害者の就労支援として、

どのようなことが必要だと思いますか。 
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12.7 

52.4 

46.4 

35.5 

33.7 

17.5 
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30.8 

13.5 
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33.8 

44.4 

45.1 

26.3 

26.3 

18.8 

29.3 

17.3 

7.5 

20.7 

12.1 

24.1 
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34.5 

29.3 

10.3 

3.4 

3.4 

10.3 

13.8 

1.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

通勤手段の確保

勤務場所におけるバリアフリーなどの配慮

短時間勤務や勤務日数などの配慮

在宅勤務の拡充

職場の障害者に対する理解

職場の上司や同僚に障害の理解があること

職場で介助や仕事がしやすくなる工夫や援助が受け

られること

就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

企業ニーズに合った就労訓練

仕事に就いての職場外での相談対応、支援

作業所・職場で支援する人の研修

その他

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

身体障害者は「職場の障害者に対する理解」が 38.2％で最も多く、次いで「職場

の上司や同僚に障害の理解があること」が 35.2％、「通勤手段の確保」が 30.7％と
続いている。 
知的障害者も「職場の障害者に対する理解」が 52.4％で最も多く、次いで「職場

の上司や同僚に障害の理解があること」が 46.4％、「通勤手段の確保」が 38.0％と
続いている。 
精神障害者は「職場の上司や同僚に障害の理解があること」が 45.1％で最も多く、

次いで「職場の障害者に対する理解」が 44.4％、「短時間勤務や勤務日数などの配
慮」が 42.1％となっている。 
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（5）福祉サービス別の利用状況・今後の利用意向 

【現在の利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身体障害者は「⑲計画相談支援」が 12.2％で最も多く、次いで「⑫自立訓練（機
能訓練）」が 11.3％、「①居宅介護」が 6.7％と続いている。 
知的障害者も「⑲計画相談支援」が 41.0％で最も多く、次いで「㉕障害児相談

支援」が 31.3％、「㉔放課後デイサービス」が 28.3％と続いている。 
精神障害者は「⑲計画相談支援」が 9.8％で最も多く、次いで「⑯就労継続支援

（A型）」が 6.8％、「①居宅介護」が 6.0％となっている。 
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①居宅介護

②重度訪問介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥施設入所支援

⑦短期入所

⑧療養介護

⑨生活介護

⑩自立生活援助

⑪共同生活援助

⑫自立訓練（機能訓練）

⑬自立訓練（生活訓練）

⑭就労選択支援

⑮就労移行支援

⑯就労継続支援（A型）

⑰就労継続支援（B型）

⑱就労定着支援

⑲計画相談支援

⑳地域移行支援

㉑地域定着支援

㉒児童発達支援

㉓医療型児童発達支援

㉔放課後等デイサービス

㉕障害児相談支援

㉖居宅訪問型児童発達支援

㉗保育所等訪問支援

㉘福祉型障害児入所支援

㉙医療型障害児入所支援

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)
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【今後の利用意向】 

 

 

 

 

 

 

25.4 

17.5 

11.7 

12.8 

14.1 

18.1 

23.7 

18.8 

22.2 

16.3 

15.4 

28.2 

16.6 

19.8 

14.0 

12.3 

12.8 

11.9 

24.3 

15.1 

20.7 

5.1 

5.8 

9.1 

8.2 

4.2 

3.8 

3.7 

4.6 

23.5 

19.9 

7.2 

30.1 

16.3 

24.1 

34.9 

16.3 

30.1 

22.9 

27.7 

22.3 

25.9 

26.5 

21.7 

22.3 

30.7 

21.7 

42.8 

16.3 

22.3 

8.4 

8.4 

23.5 

24.1 

7.2 

6.6 

8.4 

10.2 

15.8 

9.8 

8.3 

17.3 

8.3 

10.5 

12.0 

9.8 

12.0 

22.6 

15.0 

13.5 

24.8 

33.1 

27.8 

29.3 

24.8 

29.3 

24.8 

17.3 

21.8 

3.8 

3.8 

6.8 

5.3 

2.3 

2.3 

1.5 

2.3 

20.7 

13.8 

8.6 

6.9 

8.6 

12.1 

13.8 

13.8 

15.5 

8.6 

10.3 

20.7 

17.2 

17.2 

17.2 

15.5 

13.8 

12.1 

22.4 

19.0 

22.4 

5.2 

8.6 

8.6 

6.9 

3.4 

3.4 

3.4 

5.2 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

①居宅介護

②重度訪問介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障害者等包括支援

⑥施設入所支援

⑦短期入所

⑧療養介護

⑨生活介護

⑩自立生活援助

⑪共同生活援助

⑫自立訓練（機能訓練）

⑬自立訓練（生活訓練）

⑭就労選択支援

⑮就労移行支援

⑯就労継続支援（A型）

⑰就労継続支援（B型）

⑱就労定着支援

⑲計画相談支援

⑳地域移行支援

㉑地域定着支援

㉒児童発達支援

㉓医療型児童発達支援

㉔放課後等デイサービス

㉕障害児相談支援

㉖居宅訪問型児童発達支援

㉗保育所等訪問支援

㉘福祉型障害児入所支援

㉙医療型障害児入所支援

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

身体障害者は「⑫自立訓練（機能訓練）」が 28.2％で最も多く、次いで「①居宅
介護」が 25.4％、「⑲計画相談支援」が 24.3％と続いている。 
知的障害者は「⑲計画相談支援」が 42.8％で最も多く、次いで「⑦短期入所」が

34.9％、「⑰就労継続支援（B型）」が 30.7％と続いている。 
精神障害者は「⑭就労選択支援」が 33.1％で最も多く、次いで「⑯就労継続支

援（A型）」・「⑱就労定着支援」が 29.3％、「⑮就労移行支援」が 27.8％となっ
ている。 
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（6） 生活上の困りごとや将来に対する不安・悩み【設問】：現在の生活で困ってい

ることや不安に思っていることがありますか。 
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0.0 20.0 40.0 60.0

身の回りの介助や支援をしてくれる人がいない

些細なことを相談する人がいない

一緒に暮らす人がいない

働くところがない

十分な収入が得られない

趣味や生きがいが見つけられない

生活をするうえで必要な情報が得られない

自分の健康や体力に自信がない

家族など介助者の健康状態が不安

家族との関係

隣近所などとの関係

グループホームでの人間関係

必要な保健・福祉・医療サービスが受けられない

将来的に生活する住まい、または施設があるかどうか不安

外見から障害がわからないため、理解・配慮が得られない

特に困っていることはない

その他

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

身体障害者は「自分の健康や体力に自信がない」が 38.9％で最も多く、次いで「外見
から障害がわからないため、理解・配慮が得られない」が 23.4％、「将来的に生活する
住まい、または施設があるかどうか不安」が 20.4％で続いている。 
知的障害者は「将来的に生活する住まい、または施設があるかどうか不安」が 41.0％

で最も多く、次いで「外見から障害がわからないため、理解・配慮が得られない」が 24.7％、
「家族など介助者の健康状態が不安」が 21.1％と続いている。 
精神障害者では「自分の健康や体力に自信がない」が 44.4％で最も多く、次いで「外

見から障害がわからないため、理解・配慮が得られない」が 42.9％、「十分な収入が得
られない」が 36.1％となっている。 
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（7）通園・通学の状況 

ア 通園・通学先【設問】：現在、学校や幼稚園、保育所等に通っている方におた

ずねします。あなたの通園、通学先は次のうちどれですか。 

 

（単位：人） 
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の
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無
回
答 

身体障害者 85 8 1 0 22 14 11 9 5 8 2 3 2 

知的障害者 57 3 1 1 9 13 2 11 2 12 1 0 2 

精神障害者 8 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 1 

区分不明 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
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（
高
等
部
）

そ
の
他
の
学
校

そ
の
他

無
回
答

身体障害者(n=85) 知的障害者(n=57) 精神障害者(n=8) 区分不明(n=3)
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 イ 通園・通学での困りごと【設問】：あなたが通園、通学で困っていることはあり

ますか。 

 

（単位：人） 

 
 合

計 
通
う
の
が
大
変 

ト
イ
レ
や
階
段
な
ど
施
設
が
利
用

し
に
く
い 

介
助
・
支
援
体
制
が
十
分
で
な
い 

先
生
や
保
育
士
な
ど
の
理
解
や
配

慮
が
不
足
し
て
い
る 

ま
わ
り
の
人
た
ち
と
人
間
関
係
が

う
ま
く
い
か
な
い 

放
課
後
の
預
か
り
先
が
な
い 

特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

身体障害者 85  25  9  8  8  8  4  36  8  2  

知的障害者 57  20  2  5  3  8  1  18  6  4  

精神障害者 8  2  0  1  0  2  0  3  0  2  

区分不明 3  0  0  0  0  1  0  2  0  0  

 

 

 

 

 

 

29.4 

10.6 9.4 9.4 9.4 
4.7 

42.4 

9.4 

2.4 

35.1 

3.5 
8.8 

5.3 

14.0 

1.8 

31.6 

10.5 
7.0 

25.0 

0.0 

12.5 

0.0 

25.0 

0.0 

37.5 

0.0 

25.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 

33.3 

0.0 

66.7 

0.0 0.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

通
う
の
が
大
変

ト
イ
レ
や
階
段
な
ど
施
設
が

利
用
し
に
く
い

介
助
・
支
援
体
制
が
十
分
で

な
い

先
生
や
保
育
士
な
ど
の
理
解

や
配
慮
が
不
足
し
て
い
る

ま
わ
り
の
人
た
ち
と
人
間
関

係
が
う
ま
く
い
か
な
い

放
課
後
の
預
か
り
先
が
な
い

特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な

い

そ
の
他

無
回
答

身体障害者(n=85) 知的障害者(n=57) 精神障害者(n=8) 区分不明(n=3)
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（8）障害を理由とする差別の状況【設問】：あなたは、障害があることで差別や嫌な

思いをする（した）ことがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.0 

27.1 

19.5 

8.6 

20.6 

28.3 

28.6 

20.7 

52.6 

32.5 

43.6 

48.3 

10.8 

12.0 

8.3 

22.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

ある 少しある ない 無回答

身体障害者は「ない」が 52.6％で最も多く、次いで「少しある」が 20.6％、「あ
る」が 16.0％と続いており、「差別経験がある（「ある」+「少しある」）」は 36.6％
となっている。 
知的障害者も「ない」が 32.5％で最も多く、次いで「少しある」が 28.3％、「あ

る」が 27.1％と続いており、「差別経験がある」は 55.4％となっている。 
精神障害者は「ない」が 43.6％で最も多く、次いで「少しある」が 28.6％、「あ

る」が 19.5％と続いており、「差別経験がある」は 48.1％となっている。 
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（9）成年後見制度の認知状況【設問】：成年後見制度を知っていますか。また、利用

したいですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.8 

3.6 

2.3 

5.8 

18.1 

6.8 

6.9 

31.8 

15.1 

23.3 

25.9 

36.6 

47.6 

49.6 

27.6 

25.1 

15.7 

18.0 

39.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

成年後見制度をすでに利用している

どんな制度か知っており、今後、利用したい

どんな制度か知っているが、今後、制度を利用する予定はない

どのような制度か知らない

無回答

身体障害者は「どのような制度か知らない」が 36.6％で最も多く、次いで「どんな
制度か知っているが、今後、制度を利用する予定はない」が 31.8％、「どんな制度か
知っており、今後、利用したい」が 5.8％と続いており、「認知度（「成年後見制度
をすでに利用している」+「どんな制度か知っており、今後、利用したい」+「どんな
制度か知っているが、今後、制度を利用する予定はない」）」は 38.4％となっている。 

知的障害者も「どのような制度か知らない」が 47.6％で最も多く、次いで「どんな
制度か知っており、今後、利用したい」が 18.1％、「どんな制度か知っているが、今
後、制度を利用する予定はない」が 15.1％と続いており、「認知度」は 36.8％とな

っている。 
精神障害者は「どのような制度か知らない」が 49.6％で最も多く、次いで「どんな

制度か知っているが、今後、制度を利用する予定はない」が 23.3％、「どんな制度か
知っており、今後、利用したい」が 6.8％と続いており、「認知度」は 32.4％となっ
ている。 
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（10）災害時の避難について【設問】：災害などの緊急時に困ることは何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.0 

37.4 

16.1 

22.5 

6.8 

7.9 

10.2 

37.9 

23.8 

3.7 

33.1 

39.8 

28.9 

24.7 

8.4 

10.8 

39.2 

44.0 

18.7 

6.6 

9.0 

24.8 

18.0 

31.6 

2.3 

3.8 

21.8 

45.1 

18.8 

4.5 

5.2 

34.5 

10.3 

15.5 

6.9 

6.9 

1.7 

32.8 

25.9 

1.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

救助を求めることができない

安全なところまで、すばやく避難することができない

被害状況、避難場所などの情報がわからない

投薬や治療が受けられない

補装具の使用が困難になる

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる

周りの人とのコミュニケーションがとれない

避難場所の設備や生活環境が不安

特にない

その他

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

身体障害者は「避難場所の設備や生活環境が不安」が 37.9％で最も多く、次いで「安
全なところまで、すばやく避難することができない」が 37.4％、「特にない」が 23.8％
と続いている。 
知的障害者も「避難場所の設備や生活環境が不安」が 44.0％で最も多く、次いで「安

全なところまで、すばやく避難することができない」が 39.8％、「周りの人とのコミ
ュニケーションがとれない」が 39.2％と続いている。 
精神障害者は「避難場所の設備や生活環境が不安」が 45.1％で最も多く、次いで「投

薬や治療が受けられない」が 31.6％、「安全なところまで、すばやく避難することが
できない」が 24.8％となっている。 
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（11）情報の取得やコミュニケーションについて 

 ア 情報を取得する手段【設問】：あなたは障害のことや、福祉サービスなどに関

する情報を、どこから知ることが多いですか。 

 

 

 

 

 

  

20.2 

32.3 

15.0 

19.3 

27.1 

28.2 

11.8 

2.9 

22.0 

14.0 

0.6 

2.7 

4.9 

4.2 

2.7 

20.5 

20.5 

8.4 

16.9 

12.7 

36.1 

33.1 

4.2 

15.1 

3.6 

0.0 

12.0 

17.5 

0.6 

4.2 

18.8 

25.6 

11.3 

18.8 

27.1 

31.6 

15.8 

2.3 

41.4 

13.5 

0.0 

0.8 

7.5 

3.0 

4.5 

15.5 

27.6 

6.9 

27.6 

13.8 

27.6 

8.6 

0.0 

20.7 

5.2 

1.7 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

福祉のしおり

市や県の広報誌

市や県のホームページ

本や新聞、雑誌の記事、テレビやラジオのニュース

インターネット

家族や親せき、友人・知人

サービス事業所の人や施節職員

障害者団体や家族会

かかりつけの病院や診療所

病院のケースワーカーや介護保険のケアマネージャー

民生委員・児童委員

通園施設や保育所、幼稚園、学校の先生

相談支援事業所などの相談窓口

行政機関の相談窓口

その他

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

サービス事業所の人や施設職員 

身体障害者は「市や県の広報誌」が 32.3％で最も多く、次いで「家族や親せき、友
人・知人」が 28.2％、「インターネット」が 27.1％と続いている。 
知的障害者は「家族や親せき、友人・知人」が 36.1％で最も多く、次いで「サービ

ス事業所の人や施設職員」が 33.1％、「福祉のしおり」・「市や県の広報誌」が 20.5％
と続いている。 
精神障害者は「かかりつけの病院や診療所」が 41.4％で最も多く、次いで「家族や

親せき、友人・知人」が 31.6％、「インターネット」が 27.1％となっている。 
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イ 情報取得・コミュニケーション時の困りごと【設問】：コミュニケーションや情

報取得をするうえで困ることはどのようなことですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 

4.7 

4.5 

11.5 

13.8 

17.5 

7.3 

16.6 

36.2 

2.8 

11.4 

2.4 

5.4 

32.5 

39.2 

35.5 

23.5 

16.3 

16.9 

4.8 

7.5 

0.8 

1.5 

35.3 

30.1 

33.8 

9.0 

21.1 

24.8 

3.8 

15.5 

3.4 

3.4 

6.9 

12.1 

27.6 

3.4 

17.2 

22.4 

1.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

案内表示が分かりにくい

音声情報が少ない

文字情報が少ない

話をうまく組み立てられない、うまく質問できない

複雑な文章表現が分かりにくい

難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい

自分の伝えたいことを代弁してくれる支援者が少ない

パソコン、携帯電話、スマートフォンなどをうまく使

いこなせない

特に困ることはない

その他

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

身体障害者は「特に困ることはない」が 36.2％で最も多く、次いで「難しい言葉や
早口で話されるとわかりにくい」が 17.5％、「パソコン、携帯電話、スマートフォン
などをうまく使いこなせない」が 16.6％と続いている。 
知的障害者は「複雑な文章表現が分かりにくい」が 39.2％で最も多く、次いで「難

しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」が 35.5％、「話をうまく組み立てられな

い、うまく質問できない」が 32.5％と続いている。 
精神障害者は「話をうまく組み立てられない、うまく質問できない」が 35.3％で最

も多く、次いで「難しい言葉や早口で話されるとわかりにくい」が 33.8％、「複雑な
文章表現が分かりにくい」が 30.1％となっている。 
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（12）スポーツ・文化芸術活動について 

 ア スポーツ活動の頻度【設問】：あなたは、過去１年間に運動やスポーツ（娯楽

活動を含む）を行う機会がどのくらいありましたか。 

 

 イ 文化芸術活動の頻度【設問】：あなたは、過去１年間に文化、芸術活動を行う

機会がどのくらいありましたか。 

 

 

 

 

 

 

6.8 

8.4 

6.8 

12.1 

5.0 

6.6 

4.5 

3.4 

5.4 

6.6 

4.5 

1.7 

5.4 

10.2 

4.5 

1.7 

6.7 

10.8 

6.0 

3.4 

58.3 

46.4 

63.2 

51.7 

12.5 

10.8 

10.5 

25.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

週に3回以上 週に2回程度 週に1回程度 月に1～3回程度 年に数回程度 していない 無回答

0.9 

1.8 

1.5 

1.7 

1.2 

3.0 

1.5 

0.0 

2.0 

4.2 

2.3 

3.4 

3.5 

7.2 

2.3 

5.2 

10.9 

12.7 

11.3 

6.9 

67.2 

57.2 

69.2 

56.9 

14.3 

13.9 

12.0 

25.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

週に3回以上 週に2回程度 週に1回程度 月に1～3回程度 年に数回程度 していない 無回答
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ウ スポーツ・文化芸術活動で大切なこと【設問】：スポーツ・文化芸術活動を行う

うえで、大切だと思うことは何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1 

32.8 

23.7 

15.0 

7.8 

6.9 

12.8 

4.6 

40.2 

11.4 

42.8 

39.8 

13.9 

26.5 

9.0 

10.8 

3.6 

28.3 

27.1 

28.6 

21.8 

22.6 

9.8 

8.3 

11.3 

9.8 

36.1 

19.0 

20.7 

20.7 

8.6 

3.4 

1.7 

6.9 

3.4 

55.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

スポーツ・文化芸術活動の情報が入手しやすいこと

障害のある人が利用しやすい施設や設備があること

障害のある人が参加しやすいイベントが開かれること

色々な種類のスポーツ・文化芸術活動の機会があること

通っている学校や利用している事業所でスポーツ・文化

芸術活動ができること

練習の成果や制作した作品を発表できる場があること

スポーツ・文化芸術活動に取り組む人と交流すること

その他

無回答

身体障害者(n=781) 知的障害者(n=166) 精神障害者(n=133) 区分不明(n=58)

身体障害者は「障害のある人が利用しやすい施設や設備があること」が 32.8％で最
も多く、次いで「障害のある人が参加しやすいイベントが開かれること」が 23.7％、

「スポーツ・文化芸術活動の情報が入手しやすいこと」が 20.1％と続いている。 
知的障害者も「障害のある人が利用しやすい施設や設備があること」が 42.8％で最

も多く、次いで「障害のある人が参加しやすいイベントが開かれること」が 39.8％、
「通っている学校や利用している事業所でスポーツ・文化芸術活動ができること」が
26.5％と続いている。 
精神障害者は「障害のある人が利用しやすい施設や設備があること」が 28.6％で最

も多く、次いで「スポーツ・文化芸術活動の情報が入手しやすいこと」が 27.1％、「色々

な種類のスポーツ・文化芸術活動の機会があること」が 22.6％と続いている。 
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（13）充実すべき障害福祉施策について【設問】：地域で安心して生活していくため

には、どのようなことを充実すべきだと思いますか。 

 

 

  

28.6 

19.8 

11.0 

51.3 

22.9 

31.9 

36.6 

22.7 

12.9 

10.2 

19.3 

21.1 

26.5 

39.9 

19.1 

24.1 

10.2 

7.6 

10.1 

29.2 

37.6 

3.3 

38.6 

40.4 

10.2 

55.4 

36.1 

38.6 

56.0 

22.3 

32.5 

13.9 

17.5 

19.3 

48.8 

38.0 

21.1 

44.0 

15.1 

10.2 

10.8 

36.1 

45.2 

3.6 

35.3 

22.6 

9.8 

46.6 

44.4 

45.9 

48.1 

29.3 

12.0 

18.8 

10.5 

18.0 

32.3 

38.3 

12.0 

24.1 

13.5 

10.5 

10.5 

23.3 

38.3 

5.3 

19.0 

13.8 

3.4 

36.2 

20.7 

20.7 

27.6 

8.6 

6.9 

5.2 

3.4 

17.2 

20.7 

36.2 

5.2 

19.0 

8.6 

1.7 

5.2 

20.7 

29.3 

1.7 

0.0 20.0 40.0 60.0

障害者に対する社会全体の理解を深めるための啓発や人権教

育の充実

障害の特性や程度に応じた障害児保育・教育の充実

市の審議会や委員会などへの障害者の参画（登用）

サービス利用などの手続きの簡素化

就労支援の充実

気軽に何でも相談できるような相談業務・窓口体制の充実

障害年金や特別児童扶養手当などの所得保障の充実

公営住宅への障害者優先入居など住宅施策の充実

グループホームなどの地域で共同生活ができる住まいの整備

障害者の結婚や子育てなどに対する支援の充実

機能回復訓練などリハビリテーションの充実

在宅生活を支えるための医療の充実

障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の

地域生活を支援する機能をもつ地域生活支援拠点などの整備

通院・治療のための医療費の助成

ホームヘルプやデイサービス、外出支援などの在宅サービス

の充実

障害者が入所できる福祉施設の充実

障害者同士や地域の方などと交流ができる場の整備

ボランティアの育成と活動支援

芸術文化活動・スポーツ・レクリエーションなどを通じた社

会参加の支援

緊急時や災害時の支援体制の充実

障害者にやさしいまちづくりの推進

その他

身体障害者(n=781)

知的障害者(n=166)

精神障害者(n=133)

区分不明(n=58)

身体障害者は「サービス利用などの手続きの簡素化」が 51.3％で最も多く、次い
で「通院・治療のための医療費の助成」が 39.9％、「障害者にやさしいまちづくり
の推進」が 37.6％と続いている。 
知的障害者は「障害年金や特別児童扶養手当などの所得保障の充実」が 56.0％で

最も多く、次いで「サービス利用などの手続きの簡素化」が 55.4％、「障害者の重
度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活を支援する機能をもつ地
域生活支援拠点などの整備」が 48.8％と続いている。 
精神障害者は「障害年金や特別児童扶養手当などの所得保障の充実」が 48.1％で

最も多く、次いで「サービス利用などの手続きの簡素化」が 46.6％、「気軽に何で
も相談できるような相談業務・窓口体制の充実」が 45.9％となっている。 
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３ 長崎市第５期障害者基本計画の策定経過 

 

年月日 内 容 

令和５年６月９日 長崎市障害者施策推進協議会〔令和５年度第１回〕 

 ・長崎市第４期障害者基本計画の振り返りについて 

 ・長崎市第５期障害者基本計画の策定スケジュールについて 

 ・障害福祉に関するアンケート調査について 

  

令和５年８月２日 障害者、事業所へのアンケート調査実施（９月４日まで） 

  

令和５年 11月 28日 長崎市障害者施策推進協議会〔令和５年度第２回〕 

 ・障害者の状況及びアンケート調査結果の概要について 

 

 
・長崎市第５期障害者基本計画（素案）の審議について 

  

令和５年 12月 26日 長崎市障害者施策推進協議会〔令和５年度第３回〕 

 

 
・長崎市第５期障害者基本計画（素案）の審議について 

  

令和６年１月 16日 長崎市障害者施策推進協議会〔令和５年度第４回〕 

 

 
・長崎市第５期障害者基本計画（素案）の審議について 

  

令和６年１月 24日 長崎市第５期障害者基本計画（素案）に対するパブリック・ 

 コメントの実施（２月 22日まで） 

  

令和６年３月末 長崎市第５期障害者基本計画の策定 
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４ 長崎市障害者施策推進協議会委員名簿 

 （敬称略） 

区分 氏   名 選  出  母  体 備 考 

学 

識 

経 

験 

者 

中 谷  晃 一般社団法人 長崎市医師会 会 長 

千 綿  國 彦 一般社団法人 長崎市医師会  

松 谷  康 平 一般社団法人 長崎市歯科医師会  

石 川  衣 紀 国立大学法人 長崎大学教育学部  

澤  宣 夫 長崎純心大学 人文学部  

松 本  一 隆 長崎県精神科病院協会  

洗川 喜咲子 公益社団法人 長崎県看護協会（県南支部）  

障
害
者
・
障
害
福
祉
事
業
従
事
者 

野 田  惠 子 長崎市身体障害者福祉協会  

野 口  明 彦 長崎市視覚障害者協会  

池 原  清  一般社団法人 長崎県ろうあ協会長崎支部  

谷  美 絵 社会福祉法人 長崎市手をつなぐ育成会  

川 崎  紳 一 長崎市精神障害者回復者倶楽部  

内 藤  貴 子 長崎県自閉症協会  

竹 内  一 長崎市障がい児・者施設協議会  

菅  昌 徳 長崎大学教育学部附属特別支援学校 職務代理者 

松 﨑  淳 子 社会福祉法人 長崎市社会福祉事業団（長崎市障害福祉センター）  

関係行

政機関 
橋 本  堅 治 長崎公共職業安定所  

市議会 竹 田  雄 亮 長崎市議会議員  

市 

民 

峰 松  弘 子 公募委員  

小 栁  善 嗣 公募委員  

 

 



 

127 
 

５ 長崎市障害者施策推進協議会条例（平成８年 12月 24 日条例第 35号） 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和 45年法律第 84 号）第 36条第４項の規定に基づき、

長崎市障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 本市における障害者のための施策に関する基本的な計画に関し、障害者基

本法第 11条第６項（同条第９項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき意見を述べること。 

(2) 本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要

な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 

(3) 本市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互

の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 20人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のいずれかのうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 障害者 

(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者 

(4) 関係行政機関の職員のうち、市長が定める職にある者 

(5) 市議会議員 

(6) 市民 

３ 市長は、前項第６号に掲げる委員の選任に当たつては、公募の方法により、

これを行うものとする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、次のとおりとし、再任されることを妨げない。 

(1) 前条第２項第１号から第４号まで及び第６号に掲げる者のうちから委嘱さ

れた委員 ２年 

(2) 前条第２項第５号に掲げる者のうちから委嘱された委員 その職にある期

間 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 前条第２項第３号及び第４号に掲げる者のうちから委嘱された委員が、それ

ぞれ同項の相当規定に該当する者でなくなつたときは、第１項第１号及び前項

に定める任期中であつても、当該委員の委嘱は解かれたものとする。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委

員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、２年を超え

ない期間とすることができる。 
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（会長） 

第５条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

（専門委員） 

第７条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委

員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従

事する者のうちから、市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され

るものとする。 

（関係人の出席） 

第８条 協議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見

を聴くことができる。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。 

（委任） 

第 10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が協議会に諮つて定める。 

附 則 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（以下略） 
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